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多
賀
城
跡
木
簡
Ⅰ　
　
本
文
編





序　
　
　
　

文

　

昭
和
三
六
年
の
多
賀
城
廃
寺
跡
の
発
掘
調
査
に
始
ま
る
特
別
史
跡
多
賀
城
跡
の
本
格
的
な
調
査
開
始
か
ら
今
年
度
で
半
世
紀
に
な
ろ
う
と
し
て
お
り
ま

す
。
当
研
究
所
は
昭
和
四
四
年
に
設
立
以
来
、
こ
の
事
業
を
引
き
継
い
で
多
賀
城
跡
の
政
庁
を
は
じ
め
と
す
る
諸
施
設
を
調
査
し
、
そ
の
実
像
を
明
ら
か

に
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
間
、
昭
和
四
五
年
の
第
八
次
調
査
で
は
外
郭
南
辺
築
地
跡
北
側
の
遺
物
包
含
層
か
ら
木
簡
が
初
め
て
出
土
し
、
以
後
、
第
八
二

次
を
数
え
る
今
年
度
の
調
査
ま
で
に
四
二
〇
点
余
り
の
木
簡
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

木
簡
は
出
土
し
た
遺
物
の
中
で
も
漆
紙
文
書
と
並
ん
で
情
報
量
に
富
む
資
料
で
す
。
従
来
、
資
料
数
の
限
ら
れ
て
い
た
東
北
古
代
史
に
お
い
て
新
た
な

資
料
と
な
る
と
と
も
に
当
時
の
実
態
を
直
接
的
に
示
す
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
観
点
か
ら
当
研
究
所
で
も
重
要
な
内
容
・
意
味
の
あ
る
木

簡
が
出
土
し
た
際
に
は
毎
年
刊
行
す
る
年
報
で
報
告
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
他
の
木
簡
に
つ
い
て
は
今
ま
で
未
報
告
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
報
告

し
た
も
の
に
関
し
て
も
調
査
・
研
究
の
進
展
に
伴
っ
て
検
索
に
労
を
要
す
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
出
土
遺
構
の
捉
え
方
や
木
簡
の
内
容
に
補
足
・
修

正
な
ど
も
必
要
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
多
賀
城
跡
発
掘
調
査
五
〇
周
年
事
業
の
一
つ
と
し
て
木
簡
の
集
成
に
着
手
し
、
資
料
集
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
そ
の
初
段
階

と
し
て
本
書
に
は
第
四
三
次
ま
で
の
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
七
八
点
を
収
め
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
主
に
外
郭
南
辺
、
お
よ
び
外
郭
東
辺
南
端
部
の
沖
積
地

の
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
で
、
武
蔵
国
幡
羅
郡
か
ら
多
賀
城
に
送
ら
れ
た
米
の
荷
札
、
白
河
団
の
射
手
進
上
文
、
呪
符
な
ど
を
含
む
も
の
で
す
。
東
北
古

代
史
の
検
討
を
進
め
る
う
え
で
貴
重
な
資
料
で
あ
り
、
本
書
が
そ
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。
今
後
も
鋭
意
、
こ
う
し
た
集
成
を
続
け
て
い
く
こ
と
を

考
え
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
本
書
の
刊
行
に
あ
た
り
、
日
頃
か
ら
ご
指
導
を
い
た
だ
い
て
い
る
多
賀
城
跡
調
査
研
究
委
員
会
の
諸
先
生
、
文
化
庁
、
多
賀
城
市
お
よ
び
多
賀

城
市
教
育
委
員
会
の
関
係
者
、
調
査
を
支
援
し
て
く
だ
さ
っ
た
他
の
多
く
の
皆
様
方
に
所
員
一
同
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

　
　
　

平
成
二
三
年
三
月

�

宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
所
長　

阿 

部　

博 

志　
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凡　
　
　

例

一�

、
本
書
は
、
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
資
料
Ⅱ
で
、
多
賀
城
跡
出
土
木
簡

の
資
料
集
で
あ
る
。

一�

、
本
書
は
、
多
賀
城
跡
の
第
四
三
次
ま
で
の
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
を
集
成
し

た
。
そ
の
う
ち
主
要
な
も
の
は
当
研
究
所
の
以
下
の
年
報
で
公
表
し
て
い
る

が
、
釈
文
が
異
な
る
場
合
、
本
書
が
優
先
す
る
。

�

『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
一
九
七
〇　

多
賀
城
跡
』

�

『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
一
九
七
三　

多
賀
城
跡
』

�

『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
一
九
七
四　

多
賀
城
跡
』

�

『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
一
九
七
九　

多
賀
城
跡
』

�

『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
一
九
八
〇　

多
賀
城
跡
』

�

『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
一
九
八
一　

多
賀
城
跡
』

�

『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
一
九
八
二　

多
賀
城
跡
』

一�

、
木
簡
の
出
土
遺
構
に
関
す
る
記
載
は
調
査
次
数
ご
と
に
配
列
し
、
次
数
ご
と

に
調
査
の
概
要
、
木
簡
の
出
土
遺
構
の
ほ
か
、
主
要
な
遺
構
の
解
説
を
付
し
た
。

一�

、
遺
構
・
遺
物
の
記
載
方
法
、
及
び
多
賀
城
跡
の
遺
構
期
は
政
庁
跡
の
正
式
報

告
書『
多
賀
城
跡�

政
庁
跡�

本
文
編
』、『
多
賀
城
跡�

政
庁
跡�

図
録
編
』『
多
賀
城
跡�

政
庁
跡�

補
遺
編
』に
よ
る
。
遺
構
期
の
年
代
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　

第
Ⅰ
期　

養
老
・
神
亀
年
間
頃
～
八
世
紀
中
頃

　
　
　

第
Ⅱ
期　

八
世
紀
中
頃
～
宝
亀
十
一
年（
七
八
〇
）

　
　
　

第
Ⅲ
期　

宝
亀
十
一
年
～
貞
観
十
一
年（
八
六
九
）

　
　
　

第
Ⅳ
期　

貞
観
十
一
年
～
一
一
世
紀
前
半
頃

一�

、
木
簡
の
釈
文
は
調
査
次
数
、
出
土
遺
構
ご
と
に
ま
と
め
て
木
簡
番
号
順
に
配

列
し
、
釈
文
の
末
尾
下
に
は
右
側
に
法
量
と
型
式
番
号
、
左
側
に
整
理
時
の
登

録
番
号
を
付
し
た
。
ま
た
、木
取
り
が
判
る
も
の
は
登
録
番
号
の
上
に
付
し
た
。

そ
の
ほ
か
必
要
に
応
じ
て
形
状
・
内
容
等
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
た
。

一�

、
木
簡
番
号
は
通
し
番
号
と
し
、
本
書
に
は
第
一
号
木
簡
か
ら
第
七
八
号
木
簡

ま
で
を
収
め
た
。

一�

、
木
簡
の
形
状
は
四
周
の
加
工
状
況
を
中
心
に
記
述
し
た
。
な
お
、
上
端
・
下

端
・
左
辺
・
右
辺
の
語
を
用
い
た
が
、
端
と
は
木
簡
の
木
目
方
向
の
上
下
両
端

を
い
い
、
ま
た
、
上
下
左
右
は
木
簡
の
文
字
の
方
向
を
基
準
と
し
た
。

一�

、
法
量
は
釈
文
の
下
に
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
長
さ
×
幅
×
厚
さ
の
順
に
付
し
（
単

位
は
㎜
。
い
ず
れ
も
最
大
値
）、
欠
損
し
て
い
る
も
の
は
現
存
部
分
の
法
量
を

括
弧
付
き
で
示
し
た
。
長
さ
、
幅
は
文
字
の
方
向
に
よ
る
。
な
お
、
削
屑
は
厚

さ
を
省
略
し
、
長
さ
×
幅
で
示
し
た
。
ま
た
、
丸
材
や
種
々
の
木
製
品
に
文
字

が
あ
る
場
合
は
計
測
箇
所
な
ど
を
付
し
て
適
宜
示
し
た
。

一�

、
型
式
番
号
は
木
簡
の
形
態
を
示
す
も
の
で
、
木
簡
学
会
の
型
式
に
依
拠
し
て

法
量
の
下
に
付
し
た
。
本
書
で
使
用
し
た
型
式
番
号
の
示
す
形
態
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

　
　
　

011

型
式�

短
冊
型
。

　
　
　

019

型
式�

�

一
端
が
方
頭
で
他
端
は
折
損
・
腐
食
で
原
形
が
失
わ
れ
た
も

の
。

　
　
　

032

型
式�

�

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
た
も
の
。

　
　
　

039

型
式�

�

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
が
あ
る
が
、
他
端

は
折
損
あ
る
い
は
腐
食
し
て
不
明
の
も
の
。

　
　
　

051

型
式�

長
方
形
の
材
の
一
端
を
尖
ら
せ
た
も
の
。

　
　
　

061
型
式�

用
途
の
明
瞭
な
木
製
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の
。

　
　
　

065
型
式�

用
途
未
詳
の
木
製
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の
。



　
　
　

081

型
式�

�

折
損
、
腐
食
そ
の
他
に
よ
っ
て
原
形
の
判
明
し
な
い
も
の
。

　
　
　

091

型
式�

削
屑
。

一
、
釈
文
に
加
え
た
符
号
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　

・�

木
簡
の
表
裏
に
文
字
が
あ
る
場
合
、
そ
の
区
別
を
示
す
。

　
　
　
「　

」�
木
簡
の
上
端
な
ら
び
に
下
端
が
原
形
を
と
ど
め
る
こ
と
を
示
す
。

　
　
　

＜�
木
簡
の
上
端
・
下
端
な
ど
に
切
り
込
み
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　
　
　

◦�

穿
孔
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　
　
　

□
□
□�

欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
の
確
認
で
き
る
も
の
。

　
　
　

�
��

欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
の
数
え
ら
れ
な
い
も
の
。

　
　
　

×�
�

前
後
に
文
字
の
続
く
こ
と
が
内
容
上
推
定
さ
れ
る
が
、
折
損
な

ど
に
よ
り
文
字
が
失
わ
れ
て
い
る
も
の
。

　
　
　
『　

』�

異
筆
、
追
筆
。

　
　
　

ヽ�

合
点
。

　
　
　
〔　

〕�
�

校
訂
に
関
す
る
註
で
、
本
文
に
置
き
換
わ
る
べ
き
文
字
を
含
む

も
の
。
原
則
と
し
て
文
字
の
右
傍
に
付
す
が
、
組
判
の
都
合
上

左
傍
に
施
し
た
場
合
が
あ
る
。

　
　
　
カ�

編
者
が
加
え
た
註
で
、
疑
問
が
残
る
も
の
。

　
　
　
マ
ヽ�

文
字
に
疑
問
は
な
い
が
、
意
味
の
通
じ
難
い
も
の

一�

、
木
簡
の
形
状
の
記
述
に
つ
い
て
本
書
で
は
便
宜
的
に
以
下
の
語
句
を
用
い
た
。

　
　
　

削
り�

木
簡
の
四
周
が
刃
物
で
加
工
・
調
整
さ
れ
て
い
る
状
況
。

　
　
　

切
断�

木
簡
の
端
部
が
刃
物
で
切
断
さ
れ
て
い
る
状
況
。

　
　
　

折
れ�

木
簡
の
端
部
が
折
れ
て
い
る
状
況
。

　
　
　

折
り�

木
簡
の
端
部
が
人
為
的
に
折
ら
れ
て
い
る
状
況
。

　
　
　

割
り�

木
簡
の
辺
部
が
人
為
的
に
割
ら
れ
て
い
る
状
況
。

　
　
　

割
れ�

木
簡
の
辺
部
が
割
れ
て
い
る
状
況
。

　

�　

な
お
、
人
為
的
な
削
り
・
切
断
・
折
り
・
割
り
が
木
簡
の
使
用
後
に
な
さ
れ
た

場
合
は
、
二
次
的
削
り
、
な
ど
と
表
記
し
た
。
ま
た
、
折
れ
・
割
れ
を
含
め
て
腐

食
な
ど
に
よ
り
状
況
が
判
然
と
し
な
い
場
合
に
は
、
割
り
ま
た
は
割
れ
、�

割
り

か
、
な
ど
の
表
現
を
用
い
た
場
合
が
あ
る
。

一�

、
参
照
し
た
文
献
の
引
用
・
表
記
は
最
小
限
に
と
ど
め
、
註
と
し
て
遺
構
記
載

の
末
尾
、ま
た
は
各
釈
文
の
記
載
末
尾
に
付
し
た
。
な
お
、青
森
県『
青
森
県
史
』

資
料
編�

古
代
２�

出
土
文
字
資
料
、
池
邊
彌『
和
名
類
聚
抄
郡
郷
里
驛
名
考
證
』、

鈴
木
拓
也『
古
代
東
北
の
支
配
構
造
』、
竹
内
理
三
・
山
田
英
雄
・
平
野
邦
雄
編

『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』、
平
川
南『
古
代
地
方
木
簡
の
研
究
』は
、
そ
の
つ
ど
引

用
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
全
編
に
わ
た
り
参
照
し
た
こ
と
を
明
記
す

る
。

一
、
当
研
究
所
の
刊
行
物
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
略
称
を
用
い
た
。

�

『
多
賀
城
跡�

政
庁
跡�

本
文
編
』�

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
文
編
一
九
八
二

�

『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
一
九
七
〇�

多
賀
城
跡
』�

…
年
報
一
九
七
〇

一
、
本
書
は
当
研
究
所
所
員
全
員
の
検
討
を
へ
て
吉
野　

武
が
執
筆
・
編
集
し
た
。
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第
一
章　

出
土
木
簡
の
概
要

　

多
賀
城
跡
で
は
今
年
度
で
第
八
二
次
を
数
え
る
発
掘
調
査
で
四
二
〇
点
余
り
の

木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
標
高
約
三
二
ｍ
の
低
丘
陵
上
に
立
地
す
る
多

賀
城
跡
政
庁
か
ら
み
て
南
側
や
西
側
の
丘
陵
下
の
低
地
、
南
側
か
ら
丘
陵
部
に
入

り
込
む
沢
か
ら
出
土
し
た
も
の
が
大
半
を
し
め
る
。
多
賀
城
跡
、
及
び
周
辺
の
沖

積
地
に
は
そ
う
し
た
木
簡
を
は
じ
め
と
す
る
遺
物
が
多
量
に
包
蔵
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
本
書
は
第
四
三
次
調
査
ま
で
に
出
土
し
た
外
郭
南

辺
の
木
簡
八
点
、
外
郭
東
辺
南
端
部
の
木
簡
六
八
点
、
そ
の
他
の
木
簡
二
点
を
集

成
し
た
も
の
で
あ
る
（
収
載
木
簡
一
覧
31
～
33
頁
）。

　

多
賀
城
跡
の
特
質
は
、
そ
の
名
称
が
示
す
と
お
り
城
柵
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

古
代
の
宮
城
郡
、
名
取
郡
を
は
じ
め
と
す
る
仙
台
平
野
を
一
望
す
る
松
島
丘
陵
南

西
端
に
位
置
す
る
多
賀
城
は
、
丘
陵
上
の
政
庁
を
中
心
と
し
、
丘
陵
下
の
沖
積
地

ま
で
取
り
込
ん
で
造
営
さ
れ
た
一
辺
約
六
七
〇
～
一
〇
〇
〇
ｍ
の
外
郭
施
設
を
持

つ
城
柵
で
あ
り
、
そ
の
特
質
は
律
令
制
下
の
陸
奥
出
羽
両
国
の
支
配
を
考
え
る
う

え
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
そ
の
観
点
か
ら
当
研
究
所
の
発
掘
調
査
も
政
庁
跡
や

実
務
官
衙
に
つ
い
て
行
う
と
同
時
に
、
早
く
か
ら
外
郭
線
の
位
置
や
構
造
の
解
明

を
進
め
て
き
た
。
本
書
の
木
簡
は
そ
う
し
た
外
郭
線
の
解
明
を
目
的
と
し
た
調
査

で
出
土
し
た
も
の
を
主
体
と
す
る
。

　

外
郭
南
辺
・
東
辺
と
木
簡　

外
郭
南
辺
は
、
外
郭
南
門
の
あ
る
標
高
約
一
五
ｍ

の
小
丘
を
中
心
と
し
て
東
側
の
通
称〈
雀
山
〉と
呼
称
さ
れ
る
小
丘
、
西
側
の
五
万

崎
丘
陵
を
結
ぶ
約
八
六
〇
ｍ
に
わ
た
っ
て
造
ら
れ
た
築
地
塀
で
あ
る
。
小
丘
と
小

丘
の
間
は
政
庁
跡
の
東
側
と
西
側
を
画
す
沢
が
南
側
の
沖
積
地
に
向
か
っ
て
開
く

場
所
で
、
外
郭
南
辺
築
地
は
そ
こ
を
東
西
方
向
に
横
切
り
、
幅
一
六
ｍ
前
後
、
厚

さ
一
ｍ
以
上
の
盛
土
に
よ
る
大
規
模
な
基
盤
を
造
成
し
た
う
え
に
築
か
れ
て
い

る
。
さ
な
が
ら
沢
の
開
口
部
に
堤
を
築
い
た
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
北
側
に
は
遺

物
を
多
く
含
む
厚
い
堆
積
層
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
外
郭
南
辺
出
土
木
簡
の
大
半

は
そ
う
し
た
堆
積
層
か
ら
の
出
土
で
あ
る
。

　

外
郭
東
辺
は
雀
山
を
南
端
と
し
、
北
側
約
一
二
〇
ｍ
の
沖
積
地
を
横
断
し
て
丘

陵
部
に
あ
が
り
、
外
郭
東
門
へ
延
び
る
。
沖
積
地
部
分
の
東
辺
は
材
木
列
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
櫓
と
み
ら
れ
る
掘
立
柱
建
物
跡
を
伴
な
う
。
木
簡
は
そ
れ
ら
の
構

築
時
の
盛
土
か
ら
多
く
出
土
し
て
お
り
、
周
辺
に
も
若
干
分
布
す
る
。

　

外
郭
南
辺
出
土
の
木
簡　

八
点
の
木
簡
は
第
八
次
・
第
二
〇
次
・
第
三
四
次
・

第
四
〇
次
調
査
で
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。
出
土
量
は
各
調
査
一
～
三
点
と
散
発

的
で
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
内
容
を
持
つ
木
簡
も
あ
る
。

　

第
五
号
木
簡
は
大
同
四
年
に
武
蔵
国
か
ら
貢
進
さ
れ
た
米
の
荷
札
で
、
坂
東
諸

国
か
ら
陸
奥
国
へ
の
支
援
を
具
体
的
に
示
す
資
料
で
あ
る
。
大
同
四
・
五
年

（
八
〇
九
・
八
一
〇
）に
は
陸
奥
国
官
人
の
公
廨
に
坂
東
諸
国
の
官
稲
を
充
て
た
施

策
も
み
ら
れ
、
関
連
が
注
目
さ
れ
る
（
註
1
）。
他
に
米
の
荷
札
と
推
測
さ
れ
る
も

の
に
第
二
号
木
簡
も
あ
る
。
ま
た
、
第
七
一
号
木
簡
に
み
え
る
「
萌
井
村
長
」は
蝦

夷
の
村
長
と
み
ら
れ
る
記
載
で
あ
る
。
陸
奥
出
羽
両
国
に
お
い
て
郡
域
外
の
蝦
夷

が
村
で
把
握
さ
れ
、
村
長
が
置
か
れ
て
い
た
実
例
で
あ
る
と
と
も
に
（
註
2
）、
城
柵

が
蝦
夷
支
配
の
機
能
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
そ
の
他
、
城
外
南
西
部
で
の
出
土
で
あ
る
が
、
第
三
七
次
調
査
出
土
木
簡
に

い
わ
ゆ
る
百
怪
平
安
符
が
あ
る
。
多
賀
城
内
へ
の
百
怪
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
の
祭

祀
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
呪
符
で
あ
る
。

　

外
郭
東
辺
南
端
部
出
土
の
木
簡　

第
一
一
次
・
第
二
四
次
・
第
四
一
次
調
査
で

合
計
六
八
点
の
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
な
か
で
も
第
二
四
次
調
査
に
お
い
て
櫓

と
み
ら
れ
る
Ｓ
Ｂ
二
二
四
建
物
跡
か
ら
出
土
し
た
六
二
点
の
木
簡
は
一
括
資
料
と
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し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
削
屑
が
多
い
が
、
第
六
・
一
一
・
一
三
・
三
七
号
木
簡
は

兵
士
に
関
わ
る
記
載
を
持
ち
、
特
に
第
六
号
木
簡
は
白
河
団
か
ら
の
射
手
進
上
を

示
す
資
料
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
弓
な
ど
の
武
器
の
進
上
が
推
測
さ
れ
る
第
八
号

木
簡
も
あ
る
。
そ
れ
ら
か
ら
み
て
他
に
も
兵
士
関
連
の
木
簡
が
あ
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
。

　

他
に
は
製
塩
に
用
い
る
竈
や
燃
料
と
な
る
薪
に
関
わ
る
第
九
・
一
〇
号
木
簡
、

人
名
を
列
記
し
た
第
一
四
号
木
簡
な
ど
が
あ
る
。
習
書
も
多
く
、
そ
の
文
字
の
傾

向
を
み
る
と
、
実
務
的
な
場
面
で
使
用
さ
れ
た
文
字
の
感
が
窺
わ
れ
る
。
前
述
し

た
白
河
団
の
木
簡
に
み
え
る
語
句
や
人
名
に
通
じ
る
文
字
も
あ
る
。
白
河
団
の
木

簡
自
体
に
も
前
筆
に
は
習
書
が
あ
り
、
兵
士
の
進
上
に
関
わ
る
第
一
三
号
木
簡
で

も
一
・
二
行
目
で
ほ
ぼ
同
じ
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
も
含
め
る
と
意
外

に
習
書
が
多
い
こ
と
が
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
城
柵
に
お
け
る
兵
士
関
連
の

実
務
や
文
書
作
成
に
伴
う
一
群
の
木
簡
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

ま
た
、
形
態
や
廃
棄
・
二
次
利
用
な
ど
の
点
で
注
意
さ
れ
る
木
簡
も
あ
る
。
白

河
団
の
文
書
は
折
敷
に
習
書
を
し
た
後
に
書
か
れ
て
お
り
、
細
か
く
割
り
折
ら
れ

て
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
り
方
は
文
書
の
実
体
や
書
か
れ
た
背
景
を
考
え
る

う
え
で
重
要
な
視
点
と
思
わ
れ
る
。
他
に
第
一
五
・
二
〇
～
二
二
・
三
三
・
四
三
・�

四
七
・
五
八
・
五
九
号
木
簡
の
よ
う
に
使
用
後
に
箸
状
や
篦
状
の
製
品
に
二
次
加

工
さ
れ
た
も
の
が
比
較
的
み
ら
れ
る
。
二
次
加
工
前
の
内
容
は
習
書
が
多
く
、
上

記
の
木
簡
に
は
元
は
同
一
簡
と
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
木
簡
の
最
終
的
な
利
用

方
法
を
検
討
し
う
る
資
料
と
思
わ
れ
る
。

　

第
二
四
次
調
査
以
外
の
木
簡
は
Ｓ
Ｂ
二
二
四
建
物
跡
の
周
り
や
外
郭
東
辺
の
材

木
塀
に
伴
う
盛
土
か
ら
の
散
発
的
な
出
土
で
あ
る
。
断
片
資
料
が
多
い
が
、
考
第

に
関
わ
る
文
書
や
郡
司
の
解
文
と
推
測
さ
れ
る
第
四
・
七
六
号
木
簡
、
習
書
の
第

三
・
七
八
号
木
簡
、「
急
々
律
令
」の
語
句
の
み
え
る
第
六
八
号
木
簡
な
ど
が
あ
る
。

習
書
の
二
点
は
経
文
や
典
籍
を
習
書
し
た
と
み
ら
れ
る
も
の
で
、
前
述
の
習
書
木

簡
と
は
趣
を
異
に
す
る
。
経
典
・
典
籍
が
城
内
に
あ
り
、
下
級
の
官
人
層
な
ど
に

利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
第
六
八
号
木
簡
は
語
句
と
形
態
か
ら
病
気

平
癒
を
祈
願
し
た
呪
符
木
簡
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
文
書
全
体
の
内
容
か
ら

す
る
と
、
や
や
異
な
る
捉
え
方
・
展
望
も
示
唆
し
う
る
木
簡
と
み
ら
れ
る
。

�

註
1　
『
類
聚
国
史
』巻
八
四　

大
同
四
年
六
月
丙
申
条
。
同
巻
八
四　

弘
仁
元
年
五
月
辛
亥
条

�

註
2　
『
類
聚
国
史
』巻
百
九
十　

弘
仁
四
年
二
月
戊
申
条
。
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第
二
章　

木
簡
の
出
土
遺
構

【
第
八
次
調
査
】　
　

第
一
・
二
号
木
簡�

（
年
報
一
九
七
〇
）

　
〈
調
査
の
概
要
〉

　

外
郭
南
辺
西
半
部
の
解
明
を
目
的
と
し
た
調
査
で
あ
る
。
対
象
地
は
外
郭
南
門

跡
よ
り
約
八
〇
ｍ
西
の
低
湿
地
で
、
築
地
跡
の
高
ま
り
が
東
西
方
向
に
幅
広
く
遺

存
す
る
地
域
で
あ
る
。
調
査
は
幅
約
九
ｍ
の
Ｌ
字
状
の
ト
レ
ン
チ
で
行
い
、
Ｓ
Ｆ

二
〇
二
Ａ
築
地
跡
、
Ｓ
Ｘ
二
一
六
盛
土
層
、
Ｓ
Ａ
二
一
一
し
が
ら
み
、
Ｓ
Ａ

二
〇
九
掘
立
柱
列
跡
、
Ｓ
Ｘ
二
一
〇
土
壇
跡
、
遺
物
包
含
層
を
検
出
し
た
。

　

こ
の
場
所
の
外
郭
南
辺
は
築
地
で
あ
り
、
東
西
方
向
に
帯
状
に
延
び
る
幅
約

一
五
ｍ
、
厚
さ
一
ｍ
以
上
の
Ｓ
Ｘ
二
一
六
盛
土
層
の
南
端
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。

検
出
し
た
Ｓ
Ｆ
二
〇
二
Ａ
は
第
Ⅰ
期
の
築
地
で
、
基
底
幅
は
約
二
・
七
ｍ
、
褐
・
黒

褐
色
土
に
よ
る
版
築
で
築
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｓ
Ｘ
二
一
六
盛
土
層
の
北
端
に

は
Ｓ
Ａ
二
一
一
し
が
ら
み
に
よ
る
護
岸
施
設
が
あ
り
、
北
側
に
は
遺
物
包
含
層
が

広
が
る
。
な
お
、
Ｓ
Ａ
二
〇
九
掘
立
柱
列
跡
、
Ｓ
Ｘ
二
一
〇
土
壇
跡
は
築
地
に
伴

う
櫓
と
み
ら
れ
る
一
連
の
遺
構
で
あ
る
。
木
簡
は
遺
物
包
含
層
か
ら
二
点
出
土
し

て
い
る
。

　
〈
木
簡
の
出
土
遺
構
〉

　

遺
物
包
含
層　

Ｓ
Ｘ
二
一
六
盛
土
層
北
端
か
ら
北
側
に
広
が
る
。
表
土
以
下
の

層
序
は
上
か
ら
褐
灰
色
粘
土
層
、
一
〇
世
紀
前
葉
頃
に
降
下
し
た
灰
白
色
火
山
灰

層
、
褐
灰
色
粘
土
層
、
暗
青
灰
色
粘
土
層
、
旧
表
土
層
の
順
で
あ
る
。
灰
白
色
火

山
灰
層
以
下
に
土
器
・
木
製
品
等
の
遺
物
が
多
く
含
ま
れ
、
特
に
暗
青
灰
色
粘
土

層
に
多
い
。
木
簡
も
暗
青
灰
色
粘
土
層
か
ら
出
土
し
た
。

　

共
伴
し
た
遺
物
に
は
土
師
器
・
須
恵
器
・
木
製
品
・
金
属
製
品
が
あ
る
。
土
師

器
は
坏
・
甕
が
あ
り
、
坏
に
は
ロ
ク
ロ
調
整
で
回
転
糸
切
り
後
に
手
持
削
り
し
た

も
の
が
あ
る
。
須
恵
器
は
坏
・
高
台
坏
・
甕
が
あ
り
、
坏
は
ヘ
ラ
切
り
無
調
整
の

も
の
が
主
体
で
、
底
部
に
「
山
」の
墨
書
が
あ
る
も
の
、
灯
明
皿
と
し
て
使
わ
れ
た

も
の
が
あ
る
。
木
製
品
は
皿
・
曲
物
が
多
く
、
他
に
鋤
や
鎌
の
柄
・
篦
・
陽
物
が
あ

る
。
金
属
製
品
で
は
手
斧
が
共
伴
し
て
い
る
。

　

灰
白
色
火
山
灰
層
以
下
の
包
含
層
の
年
代
は
九
世
紀
～
一
〇
世
紀
前
葉
頃
で
、

暗
青
灰
色
粘
土
層
の
堆
積
は
多
賀
城
跡
Ｃ
群
土
器
に
属
す
土
器
が
出
土
し
て
い
る

こ
と
か
ら
九
世
紀
前
半
頃
と
み
ら
れ
る
（
註
1
）。

　
〈
主
要
遺
構
の
解
説
〉

　

Ｓ
Ｆ
二
〇
二
築
地
跡　

外
郭
南
辺
の
築
地
跡
で
あ
る
。
現
在
ま
で
に
外
郭
南
門

西
側
の
低
湿
地
で
は
第
Ⅰ
期
構
築
の
Ａ
と
第
Ⅲ
期
構
築
の
Ｃ
を
確
認
し
て
お
り
、

本
調
査
区
で
は
Ａ
築
地
跡
を
長
さ
約
二
一
ｍ
分
検
出
し
た
。
Ｓ
Ｘ
二
一
六
盛
土
層

の
上
面
南
端
に
構
築
さ
れ
て
お
り
、
基
底
幅
は
約
二
・
七
ｍ
。
積
土
は
褐
・
黒
褐
色

土
な
ど
を
交
互
に
つ
き
固
め
た
版
築
に
よ
る
も
の
で
、
基
底
部
の
両
側
に
は
一
辺

約
四
〇
㎝
の
掘
立
式
寄
柱
穴
が
平
均
三
ｍ
の
間
隔
で
み
ら
れ
る
。。
築
地
の
方
向

は
東
西
の
発
掘
基
準
線
に
対
し
て
東
で
約
六
度
南
に
振
れ
て
い
る
。
こ
の
築
地
は

第
Ⅱ
期
ま
で
通
し
て
存
在
す
る
。

　

Ｓ
Ｘ
二
一
六
盛
土
層　

Ｓ
Ｆ
二
〇
二
Ａ
築
地
跡
の
基
盤
を
な
す
基
礎
地
業
で
あ

る
。
低
湿
地
の
黒
色
有
機
土
層
直
上
に
お
い
て
、東
西
方
向
に
南
北
幅
約
一
五
ｍ
、

厚
さ
一
ｍ
以
上
の
帯
状
の
盛
土
を
し
た
も
の
で
、
北
端
に
は
Ｓ
Ａ
二
一
一
し
が
ら

み
を
伴
う
。
積
土
は
黒
・
褐
色
土
に
よ
る
瓦
層
で
、
調
査
区
内
で
最
大
約
一
・
六
ｍ

残
存
す
る
。
Ｓ
Ａ
二
一
一
は
約
四
〇
㎝
間
隔
で
直
径
約
七
㎝
の
細
い
杭
を
打
ち
込

み
、
杭
の
間
に
二
本
ず
つ
の
木
枝
を
編
み
付
け
た
護
岸
施
設
で
あ
る
。

　

Ｓ
Ａ
二
〇
九
掘
立
柱
列
跡
、
Ｓ
Ｘ
二
一
〇
土
壇
跡　

第
Ⅲ
期
の
Ｓ
Ｆ
二
〇
二
Ｃ

築
地
跡
に
伴
う
櫓
と
み
ら
れ
る
一
連
の
遺
構
。
Ｓ
Ａ
二
〇
九
は
築
地
北
側
に
接
し
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た
東
西
柱
列
で
、
一
度
造
替
え
ら
れ
て
い
る
（
Ａ
→
Ｂ
）。
Ａ
の
柱
列
は
二
間
で
、

柱
穴
は
長
辺
一
・
五
ｍ
、短
辺
一
・
〇
ｍ
の
長
方
形
。
柱
間
間
隔
は
約
三
ｍ
で
あ
る
。

Ｂ
は
Ａ
の
柱
抜
取
り
後
に
柱
列
を
三
間
と
し
た
も
の
。
柱
穴
は
一
辺
約
一
ｍ
で
、

柱
間
間
隔
は
東
か
ら
二
・
〇
、一
・
七
、二
・
〇
ｍ
。

　

Ｓ
Ｘ
二
一
〇
は
築
地
の
南
に
張
り
出
す
土
壇
。
Ｓ
Ａ
二
〇
九
と
築
地
を
挟
ん
だ

真
南
に
位
置
し
、
柱
列
と
同
じ
く
改
修
さ
れ
て
い
る
（
Ａ
→
Ｂ
）。
Ａ
は
幅
が
東
西

七
・
五
ｍ
、
南
北
二
・
一
ｍ
で
、
黒
色
土
混
り
の
黄
色
土
を
成
層
的
に
積
む
。
Ｂ
は

Ａ
を
南
へ
拡
張
し
て
南
北
幅
を
三
・
二
ｍ
と
し
、
周
り
を
乱
石
積
と
す
る
。

�

註
1　

本
文
編
一
九
八
二

【
第
一
一
次
調
査
】　
　

第
三
・
四
号
木
簡�

（
年
報
一
九
七
〇
）

　
〈
調
査
の
概
要
〉

　

外
郭
東
辺
南
端
部
の
解
明
を
目
的
と
し
た
調
査
で
あ
る
。
対
象
地
は
多
賀
城
跡

南
東
隅
の
通
称〈
雀
山
〉と
呼
称
さ
れ
る
小
丘
の
北
に
接
す
る
水
田
域
。
東
西
約

五
四
ｍ
、
南
北
約
六
ｍ
の
調
査
区
を
設
け
て
調
査
し
た
。

　

こ
の
場
所
の
外
郭
東
辺
は
Ｓ
Ｆ
二
二
五
材
木
列
に
よ
る
も
の
で
、
三
時
期
の
変

遷
が
あ
る
（
Ａ
～
Ｃ
）。
Ａ
は
八
世
紀
末
頃
の
第
Ⅲ
期
、
Ｂ
は
八
世
紀
末
頃
～
九
世

紀
前
半
頃
の
第
Ⅲ
期
、
Ｃ
は
一
〇
世
紀
前
葉
頃
以
降
の
第
Ⅳ
期
に
造
ら
れ
て
い
る

（
後
述
6
頁
参
照
）。
そ
の
う
ち
第
一
一
次
調
査
で
は
Ｓ
Ｆ
二
二
五
Ｂ
・
Ｃ
材
木
列
、

Ｂ
に
伴
う
櫓
と
み
ら
れ
る
Ｓ
Ｂ
二
二
四
建
物
跡
、
Ｂ
ま
た
は
Ａ
に
伴
う
整
地
層
を

検
出
し
た
。
木
簡
は
整
地
層
上
面
の
ス
ク
モ
層
か
ら
二
点
出
土
し
て
い
る
。

　
〈
木
簡
の
出
土
遺
構
〉

　

整
地
層　

旧
地
表
の
ス
ク
モ
層
に
盛
土
さ
れ
た
幅
二
・
一
ｍ
の
凝
灰
岩
混
じ
り

整
地
で
、
東
側
に
接
し
て
Ｓ
Ｆ
二
二
五
Ｂ
材
木
列
が
造
ら
れ
て
い
る
。
整
地
は
Ｓ

Ｆ
二
二
五
Ｂ
、
ま
た
は
先
行
の
Ａ
に
伴
う
可
能
性
が
あ
る
が
、
帰
属
は
不
明
。
木

簡
は
整
地
層
上
面
の
ス
ク
モ
層
で
の
出
土
で
、
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の
構
築
直
後
の
遺
棄

と
み
ら
れ
る
。
前
者
の
場
合
、
年
代
は
八
世
紀
末
頃
、
後
者
で
は
八
世
紀
末
か
ら

九
世
紀
前
半
頃
の
遺
棄
と
な
る
。。
共
伴
し
た
遺
物
に
は
土
師
器
・
木
製
品
・
金
属

製
品
が
あ
る
。
土
師
器
に
は
坏
、
木
製
品
に
は
皿
・
蓋
・
曲
物
底
板
・
下
駄
、
金
属

製
品
に
は
鉄
斧
・
雁
股
・
や
り
が
ん
な
が
あ
る
。

　
〈
主
要
遺
構
の
解
説
〉

　

第
二
四
次
調
査
を
参
照（
6
頁
）

【
第
二
〇
次
調
査
】　
　

第
五
号
木
簡�

（
年
報
一
九
七
三
）

　
〈
調
査
の
概
要
〉

　

外
郭
南
辺
西
半
部
の
解
明
を
目
的
と
し
た
調
査
で
あ
る
。
前
述
の
第
八
次
調
査

を
踏
ま
え
て
Ｓ
Ｆ
二
〇
二
築
地
跡
の
変
遷
、
基
盤
を
な
す
Ｓ
Ｘ
二
一
六
盛
土
層
の

範
囲
、
Ｓ
Ｘ
二
一
六
北
側
の
堆
積
層
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
実
施
し
た
。
対

象
地
は
外
郭
南
門
跡
か
ら
約
一
〇
〇
ｍ
西
の
低
湿
地
で
、
第
八
次
調
査
区
の
西
側

に
隣
接
す
る
。
南
北
一
〇
～
二
二
ｍ
、
東
西
約
五
〇
ｍ
の
範
囲
、
約
九
九
〇
㎡
を

調
査
し
、
Ｓ
Ｆ
二
〇
二
Ａ
・
Ｃ
築
地
跡
、
Ｓ
Ｘ
二
一
六
盛
土
層
、
Ｓ
Ａ
二
一
一
し
が

ら
み
、
遺
物
包
含
層
な
ど
を
検
出
し
た
。
木
簡
は
遺
物
包
含
層
か
ら
一
点
出
土
し

て
い
る
。

　
〈
木
簡
の
出
土
遺
構
〉

　

遺
物
包
含
層　

Ｓ
Ｘ
二
一
六
盛
土
層
北
端
か
ら
北
側
の
低
湿
地
に
堆
積
す
る
。
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第
1
～
7
層
に
大
別
さ
れ
、
調
査
区
西
側
で
は
単
純
な
層
序
を
示
す
が
、
東
側
は

や
や
複
雑
な
層
序
を
示
す
。
第
1
層
は
表
土
。
以
下
は
自
然
堆
積
層
で
、
第
2
層

は
褐
灰
色
粘
土
層
、
第
3
層
は
一
〇
世
紀
前
葉
頃
に
堆
積
し
た
灰
白
色
火
山
灰

層
、
第
�
層
は
褐
灰
色
粘
土
層
で
須
恵
器
、
土
師
器
、
須
恵
系
土
器
を
含
む
。
第

5
層
は
褐
色
砂
質
土
層
で
土
師
器
、
須
恵
器
を
含
む
。
第
6
層
は
薄
い
砂
層
が
互

層
状
に
入
り
込
む
暗
青
灰
色
粘
土
層
で
、
東
側
に
の
み
分
布
す
る
。
須
恵
器
、
土

師
器
の
ほ
か
、
第
Ⅳ
期
ま
で
の
瓦
と
比
較
的
多
量
の
木
製
品
が
含
ま
れ
る
。
第
7

層
は
黒
青
色
粘
土
層
で
土
師
器
と
第
Ⅱ
期
ま
で
の
瓦
を
含
む
。
そ
の
下
は
旧
表
土

層
で
あ
る
。

　

木
簡
は
第
7
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
共
伴
し
た
遺
物
に
は
軒
丸
瓦
と
土
師
器

坏
・
甕
が
あ
る
。
軒
丸
瓦
は
第
Ⅱ
期
の
重
圏
文
二
四
〇
、
土
師
器
坏
は
ロ
ク
ロ
調

整
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
上
層
の
第
6
層
出
土
土
器
に
は
底
部
に
「
得
」の
墨
書

の
あ
る
ヘ
ラ
切
り
無
調
整
の
須
恵
器
坏
、
木
製
品
に
は
曲
物
の
底
板
・
側
板
、
挽

物
皿
、
台
付
皿
、
丸
木
弓
、
壺
鐙
、
鋤
、
辛
鋤
、
火
鑚
臼
が
あ
る
。

　

包
含
層
の
年
代
は
灰
白
色
火
山
灰
層
、
出
土
瓦
・
土
器
の
年
代
か
ら
第
2
層
が

一
〇
世
紀
前
葉
頃
以
降
、
第
3
層
が
一
〇
世
紀
前
葉
頃
、
第
�
～
6
層
は
九
世
紀

後
半
頃
～
一
〇
世
紀
前
葉
頃
の
第
Ⅳ
期
、
第
7
層
が
第
Ⅲ
期
頃
で
あ
る
。

　
〈
主
要
遺
構
の
解
説
〉

　

Ｓ
Ｆ
二
〇
二
Ａ
築
地
跡　

第
Ⅰ
期
の
外
郭
南
辺
築
地
跡
で
あ
る
。
Ｓ
Ｘ
二
一
六

盛
土
層
の
上
面
南
端
に
地
山
の
岩
盤
を
含
む
黄
色
粘
土
と
褐
色
粘
土
を
用
い
た
丁

寧
な
版
築
で
構
築
さ
れ
て
い
る
。
積
土
は
遺
物
を
含
ま
な
い
。
犬
走
り
面
は
削
ら

れ
て
お
り
、
寄
柱
の
痕
跡
は
な
い
（
寄
柱
に
つ
い
て
は
前
述
5
頁
参
照
）。
築
地
本

体
は
第
Ⅱ
期
ま
で
通
し
て
存
在
す
る
。

　

Ｓ
Ｆ
二
〇
二
Ｃ
築
地
跡　

Ｓ
Ｆ
二
〇
二
Ａ
南
側
の
崩
壊
土
上
に
土
を
積
ん
で
補

修
し
た
第
Ⅲ
期
の
築
地
跡
で
あ
る
。
東
端
部
の
北
側
約
六
ｍ
の
範
囲
に
は
第
Ⅱ
期

の
焼
瓦
を
含
む
焼
土
で
版
築
し
た
基
底
部
の
嵩
上
げ
地
業
が
あ
る
。
南
側
の
築
地

本
体
は
黄
褐
色
土
に
よ
る
版
築
で
構
築
さ
れ
て
い
る
。
版
築
は
Ａ
よ
り
や
や
荒

い
。

　

Ｓ
Ｘ
二
一
六
盛
土
層　

Ｓ
Ｆ
二
〇
二
Ａ
の
基
盤
を
な
す
基
礎
地
業
で
あ
る
。
築

地
跡
は
こ
の
盛
土
層
の
上
面
南
端
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
盛
土
層
は
第
八
次
調
査

検
出
の
も
の
と
一
連
。
本
調
査
区
内
で
は
南
北
幅
約
一
七
ｍ
、厚
さ
は
最
大
一
・
七

ｍ
で
、
旧
表
土
の
黒
色
有
機
土
層
よ
り
築
成
さ
れ
て
い
る
。
一
一
層
に
大
別
さ
れ

る
が
、
各
層
は
二
～
三
㎝
の
薄
い
層
の
集
合
体
。
青
・
青
白
・
褐
色
粘
土
の
順
で

北
か
ら
盛
土
さ
れ
る
。
北
端
に
は
Ｓ
Ａ
二
一
一
し
が
ら
み
を
伴
う
。

　

Ｓ
Ａ
二
一
一
し
が
ら
み　

Ｓ
Ｘ
二
一
六
盛
土
層
北
端
の
護
岸
施
設
で
あ
る
。
径

一
〇
㎝
前
後
の
丸
杭
を
三
五
～
四
〇
㎝
間
隔
で
打
ち
込
み
、
そ
れ
ら
に
平
均
二
本

一
組
の
木
枝
を
絡
み
つ
け
て
い
る
。
そ
だ
の
幅
は
約
二
五
㎝
で
、
Ｓ
Ｘ
二
一
六
の

上
半
部
を
保
護
す
る
。
杭
の
樹
種
は
コ
ナ
ラ
と
推
測
さ
れ
る
。

【
第
二
四
次
調
査
】　
　

第
六
～
六
八
号
木
簡�

（
年
報
一
九
七
四
）

　
〈
調
査
の
概
要
〉

　

外
郭
東
辺
南
端
部
の
解
明
を
目
的
と
し
た
調
査
で
あ
る
。
対
象
地
は
多
賀
城
跡

南
東
隅
の
通
称〈
雀
山
〉
と
呼
称
さ
れ
る
小
丘
の
北
に
接
す
る
水
田
域
で
あ
る
。

前
述
の
第
一
一
次
調
査
を
踏
ま
え
、
外
郭
東
辺
の
Ｓ
Ｆ
二
二
五
材
木
列
と
外
郭
南

東
隅
の
小
丘
と
の
取
付
き
方
、
Ｓ
Ｆ
二
二
五
の
構
造
と
時
期
、
Ｓ
Ｆ
二
二
五
と
Ｓ

Ｂ
二
二
四
建
物
跡
と
の
関
係
を
確
認
す
る
た
め
に
東
西
一
五
ｍ
、
南
北
一
一
五
ｍ

の
範
囲
を
調
査
し
た
。

　

こ
の
地
域
の
外
郭
東
辺
は
Ｓ
Ｆ
二
二
五
材
木
列
に
よ
る
も
の
で
、
三
時
期
の
変

遷（
Ａ
～
Ｃ
）が
あ
る
。
Ａ
は
八
世
紀
末
頃
の
第
Ⅲ
期
、
Ｂ
は
八
世
紀
末
頃
～
九
世
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紀
前
半
頃
の
第
Ⅲ
期
、
Ｃ
は
一
〇
世
紀
前
葉
頃
以
降
の
第
Ⅳ
期
に
造
ら
れ
て
い
る

（
主
要
遺
構
の
解
説
参
照
）。
そ
の
う
ち
第
二
四
次
調
査
で
は
Ｓ
Ｆ
二
二
五
Ｂ
・
Ｃ

材
木
列
、
Ｂ
に
伴
う
櫓
と
み
ら
れ
る
Ｓ
Ｂ
二
二
四
建
物
跡
、
小
丘
部
分
に
張
出
し

状
の
土
壇
を
形
成
す
る
Ｓ
Ｘ
七
七
三
盛
土
整
地
を
検
出
し
た
。
木
簡
は
Ｓ
Ｂ

二
二
四
建
物
跡
構
築
時
の
整
地
層
か
ら
六
二
点
、
建
物
跡
周
り
の
第
Ⅲ
ｂ
・
ｃ
層

か
ら
一
点
出
土
し
て
い
る
。

　
〈
木
簡
の
出
土
遺
構
〉

　

Ｓ
Ｂ
二
二
四
建
物
跡　

外
郭
南
東
隅
か
ら
約
八
〇
ｍ
北
に
位
置
す
る
櫓
と
み
ら

れ
る
建
物
跡
で
あ
る
。
建
物
下
部
の
土
居
桁
と
構
築
に
伴
う
整
地
層
を
検
出
し

た
。
土
居
桁
は
厚
さ
二
〇
㎝
、幅
約
三
〇
㎝
の
角
材
を
せ
い
ろ
組
に
し
た
も
の
で
、

ス
ク
モ
層
上（
第
Ⅶ
層
）に
青
灰
色
粘
土
に
よ
る
盛
土
整
地（
第
Ⅳ
～
Ⅵ
層
）を
行

い
、
い
か
だ
状
に
角
材
を
東
西
方
向
に
敷
き
並
べ
た
上
に
置
か
れ
て
い
る
。
規
模

は
北
辺
四
・
七
ｍ
、
南
辺
四
・
五
ｍ
、
東
辺
五
・
二
ｍ
、
西
辺
四
・
六
ｍ
で
、
各
隅
に

は
一
辺
二
〇
㎝
の
方
形
の
ほ
ぞ
穴
が
あ
り
、
建
物
の
柱
下
端
の
ほ
ぞ
が
挿
入
さ
れ

て
い
た
痕
跡
を
と
ど
め
る
。
ま
た
、
各
辺
二
ヵ
所
に
筋
違
い
を
固
定
し
た
と
み
ら

れ
る
仕
口
穴
が
穿
た
れ
て
い
る
。

　

土
居
桁
内
に
は
、
①
灰
色
粘
土
層
、
②
粗
い
ス
ク
モ
層
、
③
青
灰
色
粘
土
層
、
④

削
屑
の
多
い
ス
ク
モ
層
、
⑤
材
の
多
い
ス
ク
モ
層
に
よ
る
整
地
が
あ
り
、
④
・
⑤

か
ら
木
簡
、
木
製
品
、
瓦
、
土
器
の
大
部
分
が
発
見
さ
れ
た
。
建
物
跡
の
周
り
に

は
ス
ク
モ
層（
第
Ⅲ
層
）が
堆
積
し
て
お
り
、
そ
の
上
面
は
一
〇
世
紀
前
葉
頃
に
降

下
し
た
灰
白
色
火
山
灰
層
に
覆
わ
れ
て
い
る
。

　

共
伴
し
た
遺
物
に
は
瓦
、
土
器
、
木
製
品
が
あ
る
。
瓦
は
第
Ⅱ
期
の
丸
・
平
瓦

の
み
で
、「
田
」「
伊
」
な
ど
の
刻
印
瓦
が
あ
る
。
土
器
は
土
師
器
坏
・
甕
と
須
恵

器
坏
・
高
台
坏
が
あ
り
、
土
師
器
坏
に
は
非
ロ
ク
ロ
調
整
の
も
の
と
ロ
ク
ロ
調
整

の
も
の
が
あ
る
。
後
者
に
は
底
部
に
「
刑
」の
墨
書
の
あ
る
静
止
糸
切
り
回
転
ヘ

ラ
削
り
調
整
の
坏
が
あ
る
。
須
恵
器
に
は
底
部
に
「
厨
」の
墨
書
の
あ
る
ヘ
ラ
切

り
無
調
整
の
坏
が
あ
る
。
木
製
品
で
は
武
具
に
丸
木
弓
、
工
具
に
木
槌
・
楔
・
鋤
、

容
器
に
曲
物
、
服
飾
具
に
櫛
が
あ
る
ほ
か
、
算
木
と
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

　

建
物
跡
は
Ｓ
Ｆ
二
二
五
Ｂ
材
木
列
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
八
世
紀
末
頃
～
九
世

紀
前
半
頃
の
第
Ⅲ
期
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。

　

第
Ⅲ
ｂ
・
ｃ
層　

Ｓ
Ｂ
二
二
四
建
物
跡
土
居
桁
の
周
り
に
自
然
堆
積
し
た
ス
ク

モ
層
で
あ
る
。
上
面
は
一
〇
世
紀
前
葉
頃
に
降
下
し
た
灰
白
色
火
山
灰
層
に
覆
わ

れ
る
。
第
六
八
号
木
簡
は
Ｓ
Ｂ
二
二
四
の
土
居
桁
東
辺
南
端
の
約
一
・
七
ｍ
南
、

土
居
桁
構
築
面
か
ら
ス
ク
モ
が
約
二
〇
㎝
堆
積
し
た
と
こ
ろ
で
出
土
し
て
い
る
。

　
〈
主
要
遺
構
の
解
説
〉

　

外
郭
南
東
隅
に
近
い
沖
積
地
部
分
の
外
郭
東
辺
は
Ｓ
Ｆ
二
二
五
材
木
列
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
現
在
ま
で
に
三
時
期
の
変
遷（
Ａ
～
Ｃ
）を
確
認
し
て
い
る
（
註
1
）。

　

Ｓ
Ｆ
二
二
五
Ａ
材
木
列　

角
材
に
よ
る
最
も
古
い
材
木
列
で
あ
る
。
Ｓ
Ｂ

二
二
四
建
物
跡
の
約
二
五
ｍ
南
で
実
施
し
た
緊
急
調
査
で
確
認
し
て
お
り
、
外
郭

南
東
隅
の
小
丘
部
分
に
張
出
し
状
の
土
壇
を
形
成
す
る
Ｓ
Ｘ
七
七
三
整
地
層
と
ス

ク
モ
層
を
挟
ん
だ
下
層
で
検
出
さ
れ
た
。
そ
の
位
置
は
後
続
す
る
Ｓ
Ｘ
七
七
三
か

ら
掘
込
ま
れ
た
Ｂ
の
延
長
線
上
直
下
に
あ
た
り
、
自
然
形
成
の
ス
ク
モ
層
上
に
造

ら
れ
て
い
る
。
直
径
二
五
㎝
前
後
の
丸
太
材
を
東
西
方
向
に
置
き
、
そ
の
上
に
二

本
の
丸
太
材
を
南
北
方
向
に
一
〇
㎝
前
後
の
間
隔
を
空
け
て
重
ね
、
長
辺
二
五

㎝
、
短
辺
八
㎝
、
長
さ
九
〇
㎝
以
上
の
角
材
を
南
北
方
向
の
丸
太
材
の
間
に
挟
み

込
ん
で
立
て
並
べ
て
い
る
。
上
の
二
本
の
丸
太
材
が
角
材
を
据
え
る
掘
方
、
下
の

東
西
方
向
の
丸
太
材
が
沈
下
防
止
の
役
割
を
果
た
し
、
上
下
の
丸
太
材
は
相
欠
き

で
組
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
構
造
物
は
凝
灰
岩
ブ
ロ
ッ
ク
混
じ
り
の

青
灰
色
土
に
よ
る
整
地
で
周
り
を
固
め
ら
れ
て
い
る
。
整
地
層
の
東
西
幅
は
約

一
一
ｍ
、
厚
さ
は
約
五
〇
㎝
で
、
焼
瓦
を
含
む
第
Ⅱ
期
の
瓦
が
出
土
し
て
い
る
。
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Ｓ
Ｆ
二
二
五
Ｂ
・
Ｃ
材
木
列　

延
べ
約
一
一
五
ｍ
に
わ
た
っ
て
確
認
し
た
丸
太

に
よ
る
材
木
列
で
あ
る
。
東
側
が
Ｂ
、
西
側
が
Ｃ
で
、
方
向
は
政
庁
中
軸
線
に
対

し
て
北
で
一
五
度
東
に
偏
す
。
と
も
に
南
の
Ｓ
Ｘ
七
七
三
盛
土
整
地
上
で
は
布
掘

り
を
し
て
丸
太
が
据
え
ら
れ
て
お
り
、
Ｂ
の
布
掘
り
は
灰
白
色
火
山
灰
層
に
覆
わ

れ
、
Ｃ
の
埋
土
は
灰
白
色
火
山
灰
を
含
む
。
一
方
、
Ｓ
Ｘ
七
七
三
北
側
の
沖
積
地

で
は
構
造
が
異
な
り
、
Ｂ
は
丸
太
材
を
一
・
五
～
二
・
〇
ｍ
間
隔
で
枕
木
状
に
東
西

方
向
に
並
べ
、
そ
の
上
に
丸
太
材
や
角
材
を
南
北
方
向
に
密
に
敷
き
並
べ
た
う
え

で
丸
太
材
を
立
て
並
べ
て
い
る
。
丸
太
の
下
部
に
は
長
方
形
の
穴
を
あ
け
て
長
さ

一
・
二
ｍ
前
後
の
腕
木
を
通
し
、
南
北
方
向
の
丸
太
に
か
け
て
沈
下
を
防
ぐ
。
た

だ
し
、
沖
積
地
で
も
北
端
に
近
い
標
高
の
高
い
所
に
な
る
と
腕
木
は
通
さ
な
く
な

る
。
Ｃ
は
Ｂ
の
基
礎
構
造
を
踏
襲
し
て
丸
太
を
立
て
並
べ
る
。
腕
木
は
通
さ
な
い
。

　

Ｓ
Ｘ
七
七
三
盛
土
整
地　

雀
山
の
小
丘
に
つ
く
ら
れ
た
張
出
し
状
の
土
壇
で
、

外
郭
南
東
隅
の
基
盤
整
地
で
あ
る
。
規
模
は
南
北
約
三
五
ｍ
、東
西
約
二
五
ｍ
で
、

版
築
状
の
盛
土
整
地
が
行
わ
れ
て
い
る
。
東
辺
側
の
整
地
は
灰
白
色
火
山
灰
に
覆

わ
れ
る
。

�

註
1　

年
報
一
九
七
五
・
一
九
八
二

【
第
三
四
次
調
査
】　
　

第
六
九
～
七
一
号
木
簡�

（
年
報
一
九
七
九
）

　
〈
調
査
の
概
要
〉

　

外
郭
南
辺
東
半
部
の
解
明
を
目
的
と
し
た
調
査
で
あ
る
。
東
半
部
に
お
け
る
築

地
の
規
模
・
構
造
と
変
遷
、
隣
接
す
る
地
域
の
遺
構
・
遺
物
の
実
態
を
把
握
す
る

た
め
に
実
施
し
た
。
対
象
地
は
外
郭
南
門
跡
と
外
郭
南
東
隅（
雀
山
地
区
）が
の

る
二
つ
の
小
丘
に
挟
ま
れ
た
沖
積
地
で
、
政
庁
地
区
の
北
か
ら
発
し
東
側
を
通
っ

て
南
に
開
く
沢
開
口
部
に
あ
た
る
。
外
郭
南
辺
築
地
跡
は
そ
の
場
所
を
横
断
し
て

東
西
に
延
び
て
い
る
。

　

調
査
は
東
西
約
四
〇
ｍ
、
南
北
約
九
〇
ｍ
の
「

」状
の
調
査
区
で
行
い
、
Ｓ
Ｆ

二
〇
二
築
地
跡
、
Ｓ
Ｘ
一
一
一
四
盛
土
基
礎
、
Ｓ
Ａ
一
一
一
三
・
一
一
二
六
し
が
ら

み
、
Ｓ
Ａ
一
一
二
七
杭
列
、
Ｓ
Ｂ
一
一
一
九
建
物
跡
、
Ｓ
Ｘ
一
一
一
八
・
一
一
二
〇

張
出
し
土
壇
、
遺
物
包
含
層
な
ど
を
検
出
し
た
。
こ
の
場
所
の
Ｓ
Ｆ
二
〇
二
築
地

跡
は
東
西
方
向
に
延
び
る
幅
約
一
七
ｍ
、
厚
さ
一
・
五
ｍ
ほ
ど
の
Ｓ
Ｘ
一
一
一
四

盛
土
基
礎
の
上
面
中
央
部
に
築
か
れ
て
い
る
。
盛
土
基
礎
の
南
・
北
端
に
は
Ｓ
Ａ

一
一
一
三
・
一
一
二
六
し
が
ら
み
に
よ
る
護
岸
施
設
が
あ
り
、
そ
の
南
・
北
側
に
は

遺
物
包
含
層
が
広
が
る
。
Ｓ
Ｂ
一
一
一
九
建
物
跡
、
Ｓ
Ｘ
一
一
一
八
・
一
一
二
〇

張
出
し
土
壇
は
築
地
に
伴
う
櫓
状
建
物
と
そ
の
基
礎
地
業
で
あ
る
。
木
簡
は
北
側

の
遺
物
包
含
層
か
ら
二
点
、
南
側
の
遺
物
包
含
層
か
ら
一
点
出
土
し
た
。

　
〈
木
簡
の
出
土
遺
構
〉

　

遺
物
包
含
層（
北
側
）　

Ｓ
Ｘ
一
一
一
四
盛
土
基
礎
北
側
の
堆
積
層
は
12
層
に

細
分
さ
れ
る
。
第
1
層
が
表
土
、
第
2
～
9
層
が
遺
物
包
含
層
、
第
10
～
12
層
が

盛
土
基
礎
以
前
の
堆
積
土
で
、
第
10
層
が
盛
土
時
の
旧
表
土
で
あ
る
。
遺
物
包
含

層
の
う
ち
第
2
～
7
層
は
自
然
堆
積
層
で
、
第
5
層
が
一
〇
世
紀
前
葉
頃
に
降
下

し
た
純
粋
な
灰
白
色
火
山
灰
層
、
他
は
ス
ク
モ
の
堆
積
で
形
成
さ
れ
る
。
第
8
・

9
層
は
盛
土
基
礎
の
崩
壊
土
で
、
二
点
の
木
簡
は
第
9
層
か
ら
出
土
し
た
。
各
層

の
特
徴
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

第
2
層
は
厚
さ
平
均
一
五
㎝
の
灰
オ
リ
ー
ブ
色
粘
土
質
シ
ル
ト
層
、
第
3
層
は

厚
さ
一
五
㎝
前
後
の
黒
褐
色
シ
ル
ト
層
、
第
�
層
は
厚
さ
最
大
三
五
㎝
の
極
暗
褐

色
ス
ク
モ
層
、
第
5
層
は
厚
さ
六
～
一
〇
㎝
の
灰
白
色
火
山
灰
層
、
第
6
層
は
暗

褐
色
ス
ク
モ
層
で
ａ
～
ｃ
に
細
分
さ
れ
る
。
厚
さ
は
ａ
が
平
均
一
〇
㎝
、
ｂ
が
平

均
二
〇
㎝
、ｃ
が
最
大
四
五
㎝
で
あ
る
。
第
7
層
は
厚
さ
平
均
一
五
㎝
の
暗
灰
黄
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色
粘
土
質
シ
ル
ト
層
で
あ
る
。
第
8
層
は
地
山
の
小
ブ
ロ
ッ
ク
を
多
量
に
含
む
や

や
柔
ら
か
い
灰
黄
褐
色
粘
土
質
シ
ル
ト
層
で
、
盛
土
基
礎
の
北
端
部
に
分
布
す

る
。
南
か
ら
北
に
傾
斜
し
て
堆
積
し
、
Ｓ
Ａ
一
一
一
三
し
が
ら
み
を
覆
う
。
厚
さ

は
約
四
〇
㎝
。
多
量
の
瓦
や
木
製
品
、
角
材
・
板
材
、
木
の
削
屑
、
及
び
少
量
の
土

器
を
包
含
す
る
。

　

第
9
層
は
地
山
の
小
ブ
ロ
ッ
ク
を
少
し
含
む
や
や
堅
い
黒
褐
色
粘
土
質
シ
ル
ト

層
で
、
盛
土
基
礎
北
端
部
に
分
布
す
る
。
南
か
ら
北
に
傾
斜
し
て
堆
積
し
、
Ｓ
Ａ

一
一
一
三
し
が
ら
み
を
覆
う
。
厚
さ
は
約
二
〇
㎝
。
多
量
の
瓦
、
木
製
品
・
板
片
・

木
の
削
屑
、
及
び
少
量
の
土
器
を
包
含
す
る
。
瓦
に
は
第
Ⅱ
期
の
単
弧
文
軒
平
瓦

六
四
〇
、刻
印
瓦「
物
」Ａ
・「
伊
」が
あ
る
。土
器
は
土
師
器
坏
・
須
恵
器
甕
が
あ
り
、

土
師
器
坏
は
非
ロ
ク
ロ
調
整
の
も
の
で
あ
る
。
木
製
品
に
は
横
槌
・
曲
物
側
板
が

あ
る
。

　

各
層
の
堆
積
年
代
は
、
第
6
～
9
層
が
第
Ⅲ
期
～
一
〇
世
紀
前
葉
頃
ま
で
の
第

Ⅳ
期
、
第
2
～
5
層
が
一
〇
世
紀
前
葉
頃
以
降
で
あ
る
。

　

遺
物
包
含
層（
南
側
）　

盛
土
基
礎
南
側
の
堆
積
層
は
12
層
に
細
分
さ
れ
、
第
1

層
が
表
土
、
第
2
～
9
層
が
遺
物
包
含
層
、
第
10
～
12
層
が
盛
土
基
礎
以
前
の
堆

積
土
で
、
第
10
層
が
盛
土
時
の
旧
表
土
で
あ
る
。
遺
物
包
含
層
の
う
ち
第
2
～
7

層
は
自
然
堆
積
層
、
第
8
・
9
層
は
盛
土
基
礎
の
崩
壊
土
で
、
木
簡
は
第
8
層
で

出
土
し
た
。
各
層
の
特
徴
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

第
2
層
は
厚
さ
平
均
一
五
㎝
の
黄
灰
色
粘
土
質
シ
ル
ト
層
、
第
3
層
は
厚
さ

一
五
～
三
五
㎝
の
褐
色
シ
ル
ト
層
、
第
�
層
は
厚
さ
最
大
二
〇
～
三
〇
㎝
の
灰
褐

色
シ
ル
ト
層
、
第
5
層
は
厚
さ
最
大
約
三
〇
㎝
の
に
ぶ
い
黄
褐
色
シ
ル
ト
層
、
第

6
層
は
灰
黄
褐
色
シ
ル
ト
層
、
第
7
層
は
厚
さ
平
均
二
〇
㎝
の
褐
色
ス
ク
モ
層
で

あ
る
。

　

第
8
層
は
地
山
ブ
ロ
ッ
ク
を
多
量
に
含
む
暗
褐
色
シ
ル
ト
層
で
、
盛
土
基
礎
の

南
端
部
に
分
布
し
、北
か
ら
南
に
傾
斜
し
て
堆
積
す
る
。
厚
さ
は
最
大
約
五
〇
㎝
。

多
量
の
瓦
、
木
製
品
、
削
屑
を
包
含
し
、
土
師
器
、
須
恵
器
、
須
恵
系
土
器
、
木
簡

も
少
量
含
ま
れ
る
。
瓦
は
第
Ⅱ
期
の
も
の
が
主
体
を
し
め
、
軒
丸
瓦
に
重
圏
文
、

軒
平
瓦
に
単
弧
文
六
四
〇
が
あ
る
。
土
器
は
土
師
器
坏
、
須
恵
器
坏
・
甕
・
壺
、
須

恵
系
土
器
が
あ
り
、
土
師
器
坏
は
糸
切
り
無
調
整
の
も
の
が
主
体
を
し
め
る
。
他

に
体
部
に
墨
書
の
あ
る
回
転
削
り
調
整
の
坏
が
あ
る
。
須
恵
器
・
須
恵
系
土
器
坏

に
は
糸
切
り
無
調
整
の
も
の
が
あ
る
。
木
製
品
は
盤
・
曲
物
底
板
・
火
鑚
臼
、
陽

物
状
木
製
品
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
第
8
層
以
外
に
第
5
層
か
ら
底
部
に
「
大
垣
」

の
墨
書
の
あ
る
ヘ
ラ
切
り
無
調
整
の
須
恵
器
坏
が
出
土
し
て
い
る
。
各
層
の
堆
積

年
代
は
す
べ
て
第
Ⅳ
期
以
降
で
あ
る
。

　
〈
主
要
遺
構
の
解
説
〉

　

Ｓ
Ｆ
二
〇
二
築
地
跡　

外
郭
南
辺
築
地
跡
で
、
本
調
査
区
で
は
Ｓ
Ｘ
一
一
一
四

盛
土
基
礎
の
上
面
中
央
部
に
築
か
れ
て
い
る
。
五
時
期
あ
り
（
Ａ
～
Ｅ
）、
基
底
幅

は
Ａ
が
二
・
六
ｍ
以
上
、
Ｂ
が
約
三
・
一
ｍ
、
Ｃ
が
約
二
・
七
ｍ
、
Ｄ
が
約
二
・
二
ｍ
、

Ｅ
が
約
二
・
三
ｍ
で
、
次
第
に
狭
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
寄
柱
は
Ａ
は
不
明
、
Ｂ
・

Ｃ
は
礎
石
式
、
Ｄ
・
Ｅ
は
掘
立
式
で
、
間
隔
は
い
ず
れ
も
約
三
ｍ
で
あ
る
。
本
体

は
Ａ
が
黒
・
灰
色
粘
質
土
に
よ
る
築
成
で
約
二
〇
㎝
、
Ｂ
が
凝
灰
岩
ブ
ロ
ッ
ク
を

含
む
黄
褐
・
明
褐
色
土
に
よ
る
築
成
で
最
大
約
五
〇
㎝
、
Ｃ
が
暗
褐
・
明
褐
・
褐
色

土
に
よ
る
版
築
で
最
大
約
五
〇
㎝
、
Ｄ
が
地
山
ブ
ロ
ッ
ク
や
凝
灰
岩
塊
を
含
む
暗

褐
・
明
褐
・
褐
色
土
に
よ
る
築
成
で
最
大
約
五
〇
㎝
が
遺
存
す
る
。
な
お
、
Ｅ
の

本
体
は
遺
存
し
な
い
。
方
向
は
東
西
の
発
掘
基
準
線
に
対
し
て
東
で
南
に
七
度
振

れ
る
。
年
代
は
Ａ
・
Ｂ
を
第
Ⅱ
期
以
前
、
Ｃ
を
第
Ⅲ
期
頃
、
Ｄ
を
第
Ⅳ
期
前
半
頃
、

Ｅ
を
第
Ⅳ
期
後
半
頃
と
み
て
い
る
。

　

Ｓ
Ｘ
一
一
一
四
盛
土
基
礎　

Ｓ
Ｆ
二
〇
二
Ａ
築
地
跡
の
基
盤
を
な
す
基
礎
地
業

で
、
低
湿
地
部
分
の
地
盤
強
化
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
。
旧
表
土
の
ス
ク
モ
層
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上
に
南
北
幅
約
一
七
・
二
ｍ
、
厚
さ
約
〇
・
四
ｍ
の
緑
灰
色
粘
質
土
に
よ
る
第
一
次

盛
土
、
そ
の
上
に
南
北
幅
約
一
五
・
六
ｍ
、
厚
さ
約
一
・
一
ｍ
の
地
山
質
の
黄
褐
色

土
に
よ
る
第
二
次
盛
土
を
し
て
造
ら
れ
て
お
り
、
第
二
次
盛
土
北
端
は
Ｓ
Ａ

一
一
一
三
し
が
ら
み
、
南
端
は
Ｓ
Ａ
一
一
二
六
し
が
ら
み
、
第
一
次
盛
土
南
端
は

Ｓ
Ａ
一
一
二
七
杭
列
で
護
岸
さ
れ
る
。
Ｓ
Ａ
一
一
一
三
・
一
一
二
六
は
径
一
〇
㎝

前
後
の
丸
杭
を
三
五
～
六
〇
㎝
間
隔
で
打
ち
込
み
、
間
に
径
約
二
㎝
の
樹
枝
を
一

～
二
本
一
組
で
絡
み
つ
け
た
し
が
ら
み
。
杭
は
Ｓ
Ａ
一
一
一
三
で
第
一
次
盛
土
上

面
か
ら
最
大
九
〇
㎝
、
樹
枝
は
高
さ
約
二
〇
㎝
が
残
る
。
Ｓ
Ａ
一
一
二
七
は
径
七

㎝
前
後
の
丸
杭
を
七
〇
～
九
〇
㎝
間
隔
で
打
ち
込
ん
だ
杭
列
。
Ｓ
Ａ
一
一
二
六
と

約
六
〇
㎝
南
に
離
れ
て
ほ
ぼ
平
行
す
る
が
、
杭
の
間
隔
や
並
び
は
必
ず
し
も
一
定

し
な
い
。

　

Ｓ
Ｂ
一
一
一
九
建
物
跡　

Ｓ
Ｆ
二
〇
二
Ｅ
築
地
跡
の
櫓
と
み
ら
れ
る
桁
行
三

間
、
梁
行
二
間
の
掘
立
式
東
西
棟
で
、
三
時
期
の
変
遷
が
あ
る
（
Ａ
～
Ｃ
）。
規
模

は
直
径
約
二
五
㎝
の
柱
痕
跡
が
残
る
Ｃ
で
み
る
と
、
桁
行
が
約
五
・
六
ｍ
で
、
柱
間

寸
法
が
一
・
八
ｍ
強
等
間
。
梁
行
が
約
四
・
二
ｍ
で
、
柱
間
寸
法
が
二
・
一
ｍ
で
あ

る
。
柱
穴
は
Ｃ
が
一
辺
約
五
五
㎝
の
方
形
で
、
深
さ
が
四
五
～
八
〇
㎝
。
Ｂ
が
長

辺
約
一
二
〇
㎝
、
短
辺
約
一
〇
〇
㎝
の
長
方
形
で
、
深
さ
が
五
〇
㎝
。
Ａ
が
一
辺

約
一
〇
〇
㎝
の
方
形
で
、
深
さ
が
一
〇
～
五
〇
㎝
で
あ
る
。
な
お
、
Ａ
は
柱
穴
の

位
置
か
ら
み
て
梁
行
が
若
干
長
い
と
推
定
さ
れ
る
。

　

Ｓ
Ｘ
一
一
一
八
・
一
一
二
〇
張
出
し
土
壇　

Ｓ
Ｂ
一
一
一
九
建
物
跡
構
築
時
に

Ｓ
Ｆ
二
〇
二
Ｄ
築
地
跡
の
本
体
、
及
び
崩
壊
土
上
に
盛
土
を
し
た
基
礎
地
業
で
、

築
地
の
北
側
が
Ｓ
Ｘ
一
一
一
八
、
南
側
が
Ｓ
Ｘ
一
一
二
〇
で
あ
る
。
Ｓ
Ｘ

一
一
一
八
は
東
西
約
七
・
五
ｍ
、
南
北
約
五
ｍ
の
範
囲
に
分
布
す
る
が
、
全
体
規
模

は
不
明
。
瓦
を
多
量
に
含
む
黄
褐
・
褐
色
土
で
積
ま
れ
、
厚
さ
最
大
約
三
〇
㎝
が

残
存
す
る
。
Ｓ
Ｘ
一
一
二
〇
は
灰
白
色
粘
土
や
褐
色
土
で
積
ま
れ
、
厚
さ
は
最
大

約
六
〇
㎝
が
残
る
。
東
西
約
一
〇
・
八
ｍ
、
南
北
約
二
ｍ
の
範
囲
に
分
布
す
る
。

【
第
三
七
次
調
査
】　
　

第
七
二
号
木
簡�

（
年
報
一
九
八
〇
）

　
〈
調
査
の
概
要
〉

　

外
郭
南
辺
西
半
部
南
側
の
沖
積
地
に
お
け
る
遺
構
の
解
明
を
目
的
と
し
た
調
査

で
あ
る
。
対
象
地
は
外
郭
南
門
跡
の
約
二
八
〇
ｍ
西
、
外
郭
南
辺
推
定
線
の
約

一
〇
〇
ｍ
南
の
地
点
で
、
外
郭
南
門
跡
が
の
る
小
丘
と
南
西
隅
が
の
る
五
万
崎
丘

陵
に
挟
ま
れ
た
場
所
で
あ
る
。
政
庁
地
区
西
側
か
ら
鴻
の
池
を
通
っ
て
南
に
開
く

沢
の
西
端
部
に
あ
た
り
、
西
側
に
は
五
万
崎
丘
陵
の
末
端
が
せ
ま
る
と
と
も
に
、

調
査
区
の
八
〇
ｍ
前
後
西
で
は
砂
押
川
が
北
西
か
ら
南
東
に
向
っ
て
や
や
東
に
湾

曲
し
な
が
ら
流
れ
て
い
る
。

　

調
査
は
東
西
約
四
〇
ｍ
、
南
北
約
四
五
ｍ
の
範
囲
に
幅
約
一
〇
ｍ
の
「

」
状

の
調
査
区
を
設
け
て
行
い
、
Ｓ
Ｘ
一
二
四
〇
道
路
遺
構
、
Ｓ
Ｄ
一
二
二
一
大
溝
の

ほ
か
、
掘
立
柱
建
物
跡
八
棟
、
一
本
柱
列
跡
一
条
、
井
戸
跡
二
基
、
溝
九
条
、
土
壙

三
基
を
検
出
し
た
。
道
路
遺
構
は
多
賀
城
南
面
に
お
い
て
方
格
状
の
地
割
を
形
成

す
る
南
北
道
路
の
う
ち
西
2
道
路
に
あ
た
る
。
そ
の
他
の
遺
構
は
、
こ
の
道
路
の

西
側
に
分
布
し
、
古
代
の
も
の
は
Ａ
Ⅰ
期
、
Ａ
Ⅱ
期
、
Ｂ
期
の
遺
構
期
で
捉
え
ら

れ
た
。
Ａ
Ⅰ
期
は
耕
作
地
、
Ａ
Ⅱ
期
は
多
賀
城
に
関
わ
る
建
物
が
あ
る
地
域
、
Ｂ

期
は
多
賀
城
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
建
物
、
堀
河
、
道
路
、
井
戸
な
ど
が
あ
る
地

域
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
年
代
は
Ａ
Ⅰ
期
が
八
世
紀
頃
、
Ａ
Ⅱ
期
が
九
世
紀
前

半
頃
、
Ｂ
期
が
一
〇
・
一
一
世
紀
頃
で
あ
る
。
木
簡
は
堀
河
と
み
ら
れ
る
Ｂ
期
の

Ｓ
Ｄ
一
二
二
一
Ｂ
大
溝
の
第
�
層
か
ら
一
点
出
土
し
た
。
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〈
木
簡
の
出
土
遺
構
〉

　

Ｓ
Ｄ
一
二
二
一
大
溝　

Ｓ
Ｘ
一
二
四
〇
道
路
遺
構
か
ら
約
二
七
ｍ
西
に
位
置
す

る
。
箱
堀
形
の
素
堀
り
の
南
北
大
溝
で
、
一
度
掘
り
直
さ
れ
て
い
る
（
Ａ
→
Ｂ
）。

　

Ｂ
は
政
庁
中
軸
線
と
ほ
ぼ
同
じ
方
向
で
直
線
的
に
延
び
て
お
り
、
長
さ
約
四
五

ｍ
分
を
検
出
し
た
。
調
査
区
中
央
部
で
は
東
岸
が
約
一
六
ｍ
に
わ
た
っ
て
内
側
に

入
り
込
み
、
や
や
狭
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
底
面
は
北
か
ら
南
に
若
干
低
く
傾

斜
す
る
。
規
模
は
幅
が
上
端
で
五
・
〇
～
三
・
五
ｍ
、
下
端
で
平
均
二
・
五
ｍ
で
、

深
さ
は
一
・
一
～
一
・
五
ｍ
で
あ
る
。
壁
は
比
較
的
緩
や
か
に
立
ち
上
が
る
。
堆
積

土
は
自
然
堆
積
で
�
層
に
大
別
さ
れ
、
第
1
層
は
厚
さ
約
二
五
㎝
の
黒
褐
色
粘
土

層
で
あ
る
。
第
2
層
は
炭
化
物
を
多
量
に
含
む
黒
褐
色
粘
土
層
で
、
Ｕ
字
状
に
堆

積
し
、
厚
さ
は
最
大
で
約
一
・
〇
ｍ
あ
る
。
第
3
層
は
均
質
な
黒
色
ス
ク
モ
層
で

両
岸
に
斜
め
に
堆
積
す
る
。
厚
さ
は
約
四
〇
㎝
。
第
�
層
は
底
面
に
ほ
ぼ
水
平
に

堆
積
し
た
し
ま
り
の
あ
る
厚
さ
約
二
〇
㎝
の
灰
黄
色
砂
層
で
、
薄
い
粘
土
と
ス
ク

モ
が
互
層
を
な
す
水
性
堆
積
層
で
あ
る
。

　

Ａ
は
Ｂ
に
大
き
く
壊
さ
れ
て
お
り
、
Ｂ
南
端
部
の
西
壁
に
長
さ
約
八
・
〇
ｍ
、
幅

約
一
・
〇
ｍ
の
範
囲
で
テ
ラ
ス
状
に
遺
存
す
る
。
堆
積
土
は
自
然
堆
積
で
3
層
に

大
別
さ
れ
る
。
第
1
層
は
炭
化
物
を
多
量
に
含
む
厚
さ
約
二
〇
㎝
の
黒
褐
色
土

層
、
第
2
層
は
一
〇
世
紀
前
葉
頃
に
降
下
し
た
厚
さ
五
㎝
前
後
の
均
質
な
灰
白
色

火
山
灰
層
で
、
と
も
に
壁
に
沿
っ
て
斜
め
に
堆
積
す
る
。
第
3
層
は
底
面
に
堆
積

し
た
炭
化
物
を
含
む
厚
さ
約
二
〇
㎝
の
黒
色
砂
質
土
層
で
、
下
部
ほ
ど
砂
が
多

く
、
底
面
付
近
で
は
黒
色
土
と
黄
褐
色
砂
が
互
層
を
な
す
。

　

木
簡
を
含
む
Ｂ
の
第
�
層
で
は
多
量
の
遺
物
が
出
土
し
て
お
り
、
瓦
、
土
器
、

硯
、銭
貨
の
ほ
か
、木
・
鉄
・
土
・
石
製
品
が
あ
る
。
瓦
は
第
Ⅰ
～
Ⅳ
期
の
瓦
が
あ
り
、

第
Ⅱ
・
Ⅳ
期
の
瓦
が
多
い
。
軒
丸
瓦
は
重
弁
蓮
花
文
一
二
一
、
重
圏
文
二
四
〇
、

細
弁
蓮
花
文
三
一
〇
・
三
一
一
、
宝
相
花
文
四
二
二
、
歯
車
状
文
四
二
七
、
軒
平
瓦

は
単
弧
文
六
四
〇
、二
重
波
文
六
五
〇
、
均
整
唐
草
文
七
二
一
Ｂ
な
ど
が
あ
る
。

文
字
瓦
で
は「
物
」Ａ
、「
丸
」Ａ
な
ど
の
第
Ⅱ
期
の
刻
印
瓦
、「
正
」「
大
」「
乙
」「
丈
」

な
ど
の
刻
書
の
あ
る
瓦
、
刻
印
と
刻
書
を
組
合
わ
せ
た
瓦
の
ほ
か
、
型
に
よ
る

「
下
」の
陰
刻
瓦
が
あ
る
。

　

土
器
は
土
師
器
、
須
恵
器
、
須
恵
系
土
器
、
灰
釉
・
緑
釉
陶
器
、
青
磁
、
白
磁
、

製
塩
土
器
が
あ
る
。
須
恵
系
土
器
が
五
割
、
土
師
器
が
四
割
、
須
恵
器
が
一
割
未

満
で
、
施
釉
陶
器
や
磁
器
は
一
％
ほ
ど
で
あ
る
。
土
師
器
は
坏
・
高
台
坏
・
蓋
・
耳

皿
・
甕
が
あ
り
、
坏
は
糸
切
り
無
調
整
の
も
の
が
主
体
を
し
め
る
。
須
恵
器
は
坏
・

高
台
坏
・
蓋
・
長
頸
瓶
・
横
瓶
・
甕
が
あ
り
、
坏
は
ヘ
ラ
切
り
・
回
転
糸
切
り
の
順

に
多
い
。
須
恵
系
土
器
は
坏
・
高
台
坏
・
小
皿
・
台
付
皿
・
鉢
・
甕
が
あ
り
、
小
皿

が
特
に
多
い
。
施
釉
陶
器
は
緑
釉
陶
器
一
二
点
、
灰
釉
陶
器
四
八
点
が
あ
り
、
緑

釉
陶
器
に
は
輪
花
碗
が
含
ま
れ
る
。
青
磁
は
二
点
、
白
磁
は
二
個
体
分
五
点
の
破

片
が
あ
る
。

　

全
体
的
に
出
土
し
た
土
器
の
器
種
は
坏
・
皿
類
な
ど
の
食
膳
具
が
圧
倒
的
に
多

い
。
坏
・
高
台
坏
・
小
皿
に
は
墨
書
や
漆
・
油
煙
状
の
付
着
物
の
あ
る
も
の
も
少

な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
。
墨
書
土
器
は
土
師
器
約
二
八
五
点
、
須
恵
器
約
三
九
点
、

須
恵
系
土
器
約
六
八
点
、
施
釉
陶
器
三
点
が
あ
り
（
註
1
）、
文
字
は
可
能
性
が
あ
る

も
の
を
含
め
て
「
定
」が
四
三
点
と
多
く
、
次
い
で
「

」が
一
二
点
、「
標
」と
「
名

取
」が
二
点
で
、
他
に
「
甲
」「
長
」「
吉
」「
亘
」「
万
」「
太
」「
宋
」「
奈
」「
中
」な
ど

が
あ
る
。
ま
た
、
須
恵
系
土
器
に
は
多
数
の
文
字
が
書
か
れ
た
小
皿
が
あ
り
、
墨

痕
は
薄
い
が
「
件
稲
」「
百
束
」な
ど
の
語
が
判
読
さ
れ
る
。

　

硯
は
円
面
硯
、
風
字
硯
、
転
用
硯
、
銭
貨
で
は
富
壽
神
寶
が
一
点
あ
る
。
木
製

品
は
漆
器
椀
・
挽
物
皿
、
鉄
製
品
は
鎌
・
紡
錘
車
・
刀
子
・
鏃
・
釘
が
あ
り
、
刀
子
・

鏃
・
釘
は
数
量
が
比
較
的
多
い
。
土
・
石
製
品
に
は
土
錘
、
砥
石
が
あ
る
。
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〈
主
要
遺
構
の
解
説
〉

　

Ｓ
Ｘ
一
二
四
〇
道
路
遺
構　

両
側
に
素
掘
り
の
側
溝
を
伴
う
幅
約
五
・
四
ｍ
の

南
北
道
路
で
、
多
賀
城
南
面
の
方
格
状
地
割
を
形
成
す
る
西
2
道
路
に
あ
た
る
。

東
半
部
に
は
小
石
や
瓦
の
小
片
を
含
む
厚
さ
約
五
㎝
の
粗
砂
層
が
あ
り
、
バ
ラ
ス

敷
の
道
路
と
み
ら
れ
る
。
方
向
は
政
庁
中
軸
線
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
側
溝（
Ｓ
Ｄ

一
二
三
九
・
一
二
四
一
溝
）
の
心
々
幅
は
約
八
・
一
ｍ
で
、
側
溝
の
規
模
は
幅
約

二
・
四
ｍ
、
深
さ
四
〇
～
五
〇
㎝
で
あ
る
、
側
壁
の
傾
斜
は
比
較
的
緩
や
か
で
、
底

面
は
若
干
南
に
低
く
傾
斜
す
る
。
護
岸
施
設
は
み
ら
れ
な
い
。
堆
積
土
は
暗
褐
色

粘
質
土
主
体
で
、
Ｓ
Ｄ
一
二
四
一
で
は
厚
さ
約
四
㎝
の
灰
白
色
火
山
灰
層
も
み
ら

れ
る
。

�

註
1　

多
賀
城
市『
多
賀
城
市
史
』第
5
巻�

歴
史
資
料（
一
）

【
第
三
八
次
調
査
】　
　

第
七
三
号
木
簡�
（
年
報
一
九
八
一
）

　
〈
調
査
の
概
要
〉

　

現
状
変
更
の
可
否
を
判
断
す
る
資
料
を
得
る
た
め
に
実
施
し
た
調
査
で
あ
る
。

対
象
地
は
外
郭
南
東
隅
の
北
西
約
二
〇
〇
ｍ
の
地
点
で
、
政
庁
地
区
東
側
の
沢
の

出
口
に
近
い
。
調
査
は
東
西
九
ｍ
、
南
北
一
二
ｍ
の
範
囲
で
実
施
し
、
地
表
面
か

ら
約
二
・
五
～
三
・
〇
ｍ
下
で
東
西
方
向
に
延
び
る
Ｓ
Ａ
一
二
六
〇
材
木
列
と
そ

の
基
盤
を
な
す
Ｓ
Ｘ
一
二
六
一
基
礎
地
業
、
及
び
Ｓ
Ａ
一
二
六
三
丸
太
列
、
Ｓ
Ｘ

一
二
六
二
盛
土
遺
構
を
確
認
し
た
。
こ
の
う
ち
Ｓ
Ａ
一
二
六
〇
と
Ｓ
Ｘ
一
二
六
一

は
近
年
の
調
査
に
よ
っ
て
第
Ⅰ
期
の
外
郭
南
辺
の
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
る
大
規
模

な
区
画
施
設
に
あ
た
る
（
主
要
遺
構
の
解
説
参
照
）。
木
簡
は
、
そ
れ
を
覆
う
自
然

堆
積
の
第
二
七
層
か
ら
一
点
出
土
し
た
。

　
〈
木
簡
の
出
土
遺
構
〉

　

自
然
堆
積
層
第
二
七
層　

Ｓ
Ｘ
一
二
六
一
基
礎
地
業
の
崩
壊
後
に
南
北
両
側
に

自
然
堆
積
し
た
層
で
あ
る
。
浅
黄
色
の
凝
灰
岩
の
微
粒
子
が
混
じ
る
黒
褐
色
粘
土

層
で
、
厚
さ
は
北
側
で
約
四
〇
㎝
、
南
側
で
約
三
〇
㎝
あ
る
。
九
世
紀
後
半
頃
～

一
〇
世
紀
前
葉
頃
の
堆
積
層
で
、
上
面
は
灰
白
色
火
山
灰
層
に
覆
わ
れ
て
い
る
。

　

出
土
し
た
木
簡
は
一
点
だ
が
、
他
に
上
端
左
右
に
切
込
み
を
持
つ
付
札
状
木
製

品
が
四
点
共
伴
し
て
い
る
。
長
さ
八
七
～
一
二
五
㎜
、
幅
二
三
～
三
四
㎜
、
厚
さ

七
～
一
〇
㎜
の
も
の
で
、
木
簡
で
言
え
ば
〇
三
二
型
式
に
あ
た
る
が
、
墨
痕
は
認

め
ら
れ
な
い
。
そ
の
他
の
共
伴
遺
物
に
は
瓦
、
土
師
器
、
須
恵
器
、
木
・
鉄
製
品
が

あ
り
、
瓦
は
第
Ⅳ
期
の
平
瓦
を
含
む
。
土
師
器
は
ロ
ク
ロ
調
整
の
坏
・
甕
、
須
恵

器
は
坏
・
甕
が
あ
る
。
須
恵
器
坏
に
は
底
部
に
「
佐
」の
墨
書
の
あ
る
ヘ
ラ
切
り
無

調
整
の
坏
が
あ
る
。
木
製
品
で
は
曲
物
、
黒
漆
塗
り
の
折
敷
、
横
櫛
、
鉄
製
品
で

は
鏃
が
共
伴
し
て
い
る
。

　
〈
主
要
遺
構
の
解
説
〉

　

Ｓ
Ａ
一
二
六
〇
材
木
列
、
Ｓ
Ｘ
一
二
六
一
基
礎
地
業　

東
西
方
向
に
延
び
る
材

木
列
と
そ
の
基
礎
地
業
で
あ
り
、
近
年
の
調
査
で
外
郭
東
辺
か
ら
政
庁
─
外
郭
南

門
間
道
路
上
の
Ｓ
Ｂ
二
七
七
六
建
物
跡（
八
脚
門
）を
経
て
、
さ
ら
に
西
側
へ
延
び

る
一
連
の
大
規
模
な
区
画
施
設
の
一
部
を
な
す
遺
構
で
あ
る
。
こ
の
区
画
施
設
は

第
Ⅰ
期
の
外
郭
南
辺
の
可
能
性
も
あ
る
（
註
1
）。

　

第
三
八
次
調
査
区
で
検
出
し
た
Ｓ
Ｘ
一
二
六
一
基
礎
地
業
は
東
西
約
四
・
〇
ｍ

分
、
南
北
幅
約
四
・
五
ｍ
で
、
東
西
は
調
査
区
外
に
延
び
る
。
地
山
の
ス
ク
モ
層
上

に
杭
材
を
敷
き
並
べ
た
い
か
だ
地
業
と
そ
の
上
に
積
ん
だ
盛
土
か
ら
な
り
、
高
さ

約
七
五
㎝
が
残
存
す
る
。
杭
材
は
直
径
一
二
㎝
前
後
、
長
さ
三
・
五
～
四
・
五
ｍ
の

樹
皮
が
つ
い
た
ま
ま
の
材
で
、
両
端
を
尖
ら
せ
て
お
り
、
材
の
細
い
方
の
先
端
を

よ
り
尖
ら
す
。
ま
た
、
太
い
方
の
先
端
か
ら
約
九
〇
㎝
の
所
に
長
さ
約
三
〇
㎝
、
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幅
約
一
〇
㎝
の
貫
穴
が
あ
る
。

　

Ｓ
Ａ
一
二
六
〇
材
木
列
は
Ｓ
Ｘ
一
二
六
一
の
盛
土
を
し
な
が
ら
立
て
ら
れ
て
い

る
。
残
存
状
況
は
良
く
な
い
が
、
三
本
の
材
と
礎
板
を
確
認
し
て
い
る
。
材
は
面

取
り
さ
れ
た
直
径
約
二
〇
㎝
の
も
の
で
、
二
本
が
密
接
し
た
状
態
で
検
出
さ
れ
、

下
に
は
礎
板
が
敷
か
れ
て
い
た
。
材
木
列
の
方
向
は
東
西
の
発
掘
基
準
線
に
対
し

て
東
で
南
に
四
度
振
れ
る
。

　

Ｓ
Ａ
一
二
六
三
丸
太
列　

二
五
～
六
〇
㎝
間
隔
で
打
ち
込
ま
れ
た
丸
太
列
で
、

Ｓ
Ａ
一
二
六
〇
の
南
側
を
平
行
し
て
延
び
て
い
る
。
Ｓ
Ａ
一
二
六
〇
と
の
関
係
は

不
詳
で
、
伴
う
場
合
に
は
Ｓ
Ｘ
一
二
六
一
の
土
留
め
の
丸
太
列
、
伴
わ
な
い
場
合

に
は
こ
の
丸
太
列
自
体
に
区
画
施
設
の
可
能
性
が
あ
る
。
丸
太
は
面
取
り
さ
れ
た

直
径
一
六
～
二
〇
㎝
、
長
さ
七
〇
～
八
二
㎝
の
も
の
で
、
い
ず
れ
も
南
に
傾
い
て

い
る
。

　

Ｓ
Ｘ
一
二
六
二
盛
土
遺
構　

崩
壊
し
た
Ｓ
Ｘ
一
二
六
一
の
高
ま
り
を
利
用
し
て

盛
土
し
た
道
路
遺
構
や
区
画
施
設
の
可
能
性
の
あ
る
遺
構
で
あ
る
。
第
二
七
層
よ

り
新
し
く
、
炭
化
物
を
含
む
灰
白
色
粘
土
で
盛
土
さ
れ
て
い
る
。
方
向
は
Ｓ
Ａ

一
二
六
〇
と
同
様
で
、
南
北
幅
は
約
二
・
〇
ｍ
、
厚
さ
は
二
五
㎝
で
あ
る
。

�

註
1　

年
報
二
〇
一
〇

【
第
四
〇
次
調
査
】　
　

第
七
四
・
七
五
号
木
簡�

（
年
報
一
九
八
二
）

　
〈
調
査
の
概
要
〉

　

公
共
の
Ｕ
字
溝
敷
設
工
事
の
際
に
発
見
さ
れ
た
木
樋
の
規
模
・
構
造
を
解
明

し
、
保
存
を
図
る
た
め
に
実
施
し
た
緊
急
調
査
で
あ
る
。
対
象
地
は
外
郭
南
門
跡

と
外
郭
南
東
隅
が
の
る
二
つ
の
小
丘
に
挟
ま
れ
た
沖
積
地
に
位
置
し
、
こ
れ
を
横

断
す
る
外
郭
南
辺
築
地
東
半
部
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
た
る
。
前
述
し
た
第
三
四
次
調

査
区
の
約
四
〇
ｍ
西
側
で
あ
る
。

　

調
査
は
木
樋
部
分
に
東
西
二
ｍ
、
南
北
九
ｍ
の
調
査
区
を
設
け
て
行
い
、
木
樋

を
伴
う
Ｓ
Ｄ
一
三
二
〇
暗
渠
、
築
地
の
基
盤
に
あ
た
る
Ｓ
Ｘ
一
一
一
四
盛
土
基

礎
、
そ
の
北
端
の
護
岸
施
設
を
な
す
Ｓ
Ａ
一
一
一
三
し
が
ら
み
、
北
側
に
広
が
る

遺
物
を
多
く
含
む
堆
積
層
を
検
出
し
た
。
Ｓ
Ａ
一
三
二
〇
暗
渠
は
外
郭
南
辺
築
地

の
構
築
で
遮
断
さ
れ
る
沢
の
水
を
城
外
に
排
水
す
る
た
め
に
盛
土
基
礎
部
分
に
設

置
さ
れ
た
施
設
で
、
検
出
し
た
部
分
は
北
端
の
取
水
口
部
分
に
あ
た
る
。
木
簡
は

北
側
の
堆
積
層
第
�
層
か
ら
二
点
出
土
し
て
い
る
。

　
〈
木
簡
の
出
土
遺
構
〉

　

堆
積
層　

Ｓ
Ａ
一
一
一
四
盛
土
基
礎
か
ら
北
に
広
が
る
も
の
で
、
6
層
に
大
別

さ
れ
る
。
第
1
層
は
厚
さ
約
三
〇
㎝
の
表
土
、
第
2
～
5
層
は
盛
土
基
礎
北
側
の

低
湿
地
部
に
自
然
堆
積
し
た
層
、
第
6
層
は
盛
土
基
礎
構
築
前
の
旧
表
土
で
、
自

然
堆
積
層
で
あ
る
。
第
2
層
以
下
の
特
徴
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

第
2
層
は
緑
灰
色
粘
土
や
赤
褐
色
ス
ク
モ
か
ら
な
る
層
で
、
北
側
ほ
ど
厚
く
、

調
査
区
北
端
で
は
約
七
〇
㎝
あ
る
。
第
3
層
は
一
〇
世
紀
前
葉
頃
に
降
下
し
た
厚

さ
一
〇
㎝
前
後
の
灰
白
色
火
山
灰
層
、
第
�
層
は
赤
褐
色
ス
ク
モ
や
オ
リ
ー
ブ

灰
・
緑
灰
色
粘
土
か
ら
な
る
厚
さ
五
〇
㎝
前
後
の
層
で
、
多
量
の
遺
物
を
含
む
。

第
5
層
は
Ｓ
Ｘ
一
一
一
四
の
崩
壊
土
で
暗
緑
灰
・
青
灰
色
土
や
黒
色
粘
土
か
ら
な

る
。
厚
さ
は
最
大
四
〇
㎝
で
あ
る
。
第
6
層
は
赤
褐
色
ス
ク
モ
層
で
あ
る
。

　

木
簡
が
出
土
し
た
第
�
層
で
は
多
量
の
瓦
を
は
じ
め
、
土
器
、
木
製
品
、
鉄
滓
、

鞴
の
羽
口
が
共
伴
し
て
い
る
。
瓦
は
軒
丸
瓦
に
重
圏
文
二
四
〇
・
二
四
三
、
軒
平

瓦
に
単
弧
文
六
四
〇
、
無
文
六
四
一
、二
重
波
文
六
五
〇
、
均
整
唐
草
文
七
二
一

Ａ
・
Ｂ
な
ど
が
あ
る
。
平
瓦
は
第
Ⅱ
期
が
約
六
割
、
第
Ⅲ
期
が
約
三
割
、
第
Ⅳ
期

が
約
一
割
あ
り
、他
に
第
Ⅰ
期
の
も
の
が
数
点
あ
る
。
ま
た
、刻
印
瓦
に
「
物
」Ａ
・
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Ｃ
、「
丸
」Ａ
・
Ｂ
、「
田
」Ａ
・
Ｂ
、「
伊
」、「
矢
」Ａ
・
Ｂ
、「
占
」な
ど
が
あ
る
。

土
器
は
少
量
で
、
土
師
器
と
須
恵
器
の
坏
・
甕
が
あ
る
。
木
製
品
に
は
挽
物
の
台

付
椀
・
皿
、
横
槌
、
曲
物
底
板
が
あ
る
。
第
�
層
が
堆
積
し
た
年
代
は
一
〇
世
紀

前
葉
頃
以
前
の
第
Ⅳ
期
と
み
ら
れ
る
。

　
〈
主
要
遺
構
の
解
説
〉

　

Ｓ
Ｄ
一
三
二
〇
暗
渠　

沖
積
地
を
横
断
す
る
外
郭
南
辺
築
地
の
下
部
に
造
ら
れ

た
城
内
の
水
を
城
外
へ
排
水
す
る
施
設
で
あ
る
。
据
え
方
内
に
木
製
の
樋
を
据
え

て
蓋
を
か
け
た
暗
渠
で
、
Ｓ
Ｆ
二
〇
二
築
地
跡
の
基
盤
を
な
す
Ｓ
Ｘ
一
一
一
四
盛

土
基
礎
の
上
面
か
ら
据
え
方
を
掘
込
み
、
底
面
に
傾
斜
を
調
整
す
る
材
を
敷
い
て

木
樋
を
設
置
し
、蓋
を
か
け
て
埋
戻
さ
れ
て
い
る
。
据
え
方
の
規
模
は
幅
約
三
・
〇

ｍ
、
深
さ
約
一
・
一
ｍ
で
、
南
北
約
九
・
二
ｍ
分
を
検
出
し
て
い
る
。

　

木
樋
は
南
に
僅
か
に
傾
斜
し
て
置
か
れ
、
北
端
は
盛
土
基
礎
の
範
囲
よ
り
北
に

約
三
・
〇
ｍ
出
て
い
る
。
ケ
ヤ
キ
の
丸
材
を
Ｕ
字
形
に
刳
抜
い
た
も
の
で
、
検
出

部
分
に
継
目
は
な
い
。
長
さ
七
・
五
ｍ
以
上
、
幅
約
一
・
〇
ｍ
、
高
さ
約
〇
・
六
ｍ

の
樋
で
、
内
法
は
幅
約
〇
・
六
ｍ
、
高
さ
約
〇
・
四
ｍ
で
あ
る
。
蓋
は
腐
食
し
た
状

態
で
盛
土
基
礎
部
分
の
範
囲
か
ら
検
出
さ
れ
た
。
北
は
開
渠
と
み
ら
れ
る
。
設
置

年
代
は
八
世
紀
後
半
頃
以
降
で
、
一
〇
世
紀
前
葉
頃
に
は
廃
絶
し
て
い
る
。

　

Ｓ
Ｘ
一
一
一
四
盛
土
基
礎　

第
三
四
次
調
査
を
参
照（
9
頁
）。

【
第
四
一
次
調
査
】　
　

第
七
六
～
七
八
号
木
簡�

（
年
報
一
九
八
二
）

　
〈
調
査
の
概
要
〉

　

外
郭
東
辺
南
端
部
の
解
明
を
目
的
と
し
、
政
庁
東
側
の
作
貫
地
区
か
ら
南
に
張

り
出
す
丘
陵
と
南
前
面
に
広
が
る
沖
積
地
が
接
す
る
場
所
を
対
象
に
行
っ
た
調
査

で
あ
る
。
沖
積
地
に
は
通
称〈
雀
山
〉と
呼
ば
れ
る
小
丘
が
あ
り
、
外
郭
東
辺
は
雀

山
を
南
端
と
し
て
北
側
約
一
二
〇
ｍ
の
沖
積
地
を
横
断
し
、
作
貫
地
区
の
東
斜
面

を
通
っ
て
北
に
延
び
る
。
沖
積
地
の
外
郭
東
辺
は
第
一
一
・
二
四
次
調
査
、
環
境

整
備
に
伴
う
緊
急
調
査
で
Ｓ
Ｆ
二
二
五
材
木
列
を
確
認
し
て
い
る
（
前
述
6
頁
参

照
）。
第
四
一
次
調
査
は
、
沖
積
地
か
ら
北
の
丘
陵
部
に
か
け
て
の
状
況
を
把
握

す
る
た
め
に
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

調
査
は
東
西
・
南
北
約
三
五
ｍ
の
範
囲
内
の
調
査
区
で
行
い
、
外
郭
東
辺
区
画

施
設
に
あ
た
る
Ｓ
Ａ
一
三
二
一
・
一
三
二
二
・
一
三
二
四
材
木
列
の
ほ
か
、
Ｓ
Ｂ

一
三
二
五
・
一
三
四
〇
櫓
状
建
物
跡
、
Ｓ
Ｘ
一
三
三
九
積
土
遺
構
、
及
び
掘
立
柱
建

物
跡
二
棟
、
柱
列
・
小
材
木
列
各
一
条
、
多
数
の
整
地
層
な
ど
を
確
認
し
た
。
木

簡
は
Ｓ
Ａ
一
三
二
一
Ａ
材
木
列
に
伴
う
盛
土
か
ら
三
点
出
土
し
て
い
る
。

　
〈
木
簡
の
出
土
遺
構
〉

　

Ｓ
Ａ
一
三
二
一
材
木
列　

調
査
区
南
側
の
沖
積
地
で
検
出
し
た
外
郭
東
辺
の
区

画
施
設
で
、
四
時
期
の
変
遷
が
あ
る
（
Ａ
～
Ｄ
）。
方
向
は
政
庁
中
軸
線
に
対
し
て

北
で
約
一
六
度
東
に
振
れ
て
い
る
。

　

Ａ
は
角
材
を
立
て
並
べ
た
最
も
古
い
材
木
列
で
、
北
半
を
第
二
次
整
地
層
上

面
、
南
半
を
旧
表
土
の
ス
ク
モ
層
上
面
で
検
出
し
た
。
こ
の
材
木
列
は
以
下
の
①

～
⑤
の
工
程
で
構
築
さ
れ
て
い
る
。

　

①
北
半
部
に
第
二
次
整
地
を
行
い
、
丸
太
材
を
ス
ク
モ
層
上
に
枕
木
状
に
約
二

ｍ
の
間
隔
で
敷
並
べ
る
（
横
木
）。
②
横
木
と
横
木
の
間
に
若
干
の
盛
土
を
行
う
。

③
盛
土
上
面
か
ら
材
を
立
て
る
堀
方
を
掘
る
。
④
角
材
を
立
て
並
べ
て
堀
方
を
埋

戻
し
、
そ
の
東
西
に
長
い
丸
太
材
を
レ
ー
ル
状
に
敷
設（
添
木
）し
て
横
木
と
組
合

わ
せ
、
角
材
列
を
両
側
面
か
ら
挟
ん
で
固
定
す
る
。
⑤
角
材
列
の
東
西
に
盛
土
し

て
横
木
と
添
木
を
埋
込
む
。

　

こ
の
う
ち
②
・
⑤
段
階
の
盛
土
に
は
多
量
の
遺
物
を
含
む
ス
ク
モ
混
じ
り
の
黒

褐
・
暗
褐
色
粘
質
土
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
木
簡
も
そ
れ
か
ら
出
土
し
た
。
盛
土
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の
厚
さ
は
約
五
〇
～
八
〇
㎝
あ
る
。

　

Ｂ
～
Ｄ
の
材
木
列
の
う
ち
、
Ｂ
は
Ａ
の
西
側
の
添
木
と
角
材
を
抜
取
っ
た
溝
を

掘
方
と
し
、
東
側
の
添
木
に
接
し
て
丸
太
材
を
立
て
並
べ
た
材
木
列
で
あ
る
。
Ｃ

は
Ｂ
丸
太
材
の
抜
取
り
溝（
掘
方
）か
ら
想
定
さ
れ
る
材
木
列
、
Ｄ
は
一
〇
世
紀
前

葉
頃
に
降
下
し
た
灰
白
色
火
山
灰
の
上
面
か
ら
掘
込
ま
れ
た
掘
方
に
丸
太
材
を
立

て
並
べ
、
そ
の
材
を
さ
ら
に
打
ち
込
ん
だ
材
木
列
で
あ
る
。

　

以
上
の
Ａ
～
Ｄ
の
材
木
列
の
う
ち
、
木
簡
が
出
土
し
た
Ａ
の
盛
土
で
は
瓦
、
土

器
、
円
面
硯
、
木
製
品
が
共
伴
し
て
い
る
。
瓦
は
政
庁
第
Ⅰ
・
Ⅱ
期
の
も
の
で
、
第

Ⅱ
期
の
瓦
が
主
体
を
し
め
る
。
大
部
分
が
丸
・
平
瓦
だ
が
、
軒
平
瓦
に
偏
行
唐
草

文
六
二
〇
が
あ
る
。
他
に
は
熨
斗
瓦
、刻
印
瓦「
矢
」Ａ
・
Ｂ
、「
丸
」Ａ
・
Ｂ
が
あ
る
。

土
器
は
土
師
器
と
須
恵
器
が
あ
り
、
土
師
器
は
非
ロ
ク
ロ
調
整
の
も
の
で
坏
・
埦
・

甕
が
あ
る
。
須
恵
器
は
坏
・
高
台
坏
・
蓋
・
甕
・
瓶
が
あ
り
、
坏
は
底
部
が
回
転
削

り
調
整
さ
れ
た
も
の
が
主
体
を
し
め
る
。
高
台
坏
に
は
破
損
後
に
見
込
み
部
分
を

硯
に
転
用
し
た
も
の
が
あ
る
。
円
面
硯
は
体
部
に
透
か
し
と
ヘ
ラ
書
の
文
様
が
あ

る
も
の
で
、
硯
面
が
摩
耗
し
、
墨
痕
も
認
め
ら
れ
る
。
木
製
品
に
は
曲
物
蓋
板
、

折
敷
底
板
、
大
形
の
木
槌
、
鎌
の
柄
な
ど
が
あ
る
。

　

Ｓ
Ａ
一
三
二
一
の
構
築
年
代
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ａ
は
出
土
瓦

が
第
Ⅰ
・
Ⅱ
期
に
限
ら
れ
、
焼
瓦
も
含
む
こ
と
か
ら
八
世
紀
末
頃
の
第
Ⅲ
期
と
み

ら
れ
る
。
Ｂ
・
Ｃ
は
八
世
紀
末
頃
～
九
世
紀
前
半
頃
の
第
Ⅲ
期
、
Ｃ
は
一
〇
世
紀

前
葉
頃
以
降
の
第
Ⅳ
期
で
あ
る
。
な
お
、
各
材
木
列
は
南
側
の
Ｓ
Ｆ
二
二
五
材
木

列（
前
述
6
頁
参
照
）と
は
Ａ
が
Ｓ
Ｆ
二
二
五
Ａ
、
Ｂ
が
Ｓ
Ｆ
二
二
五
Ｂ
、
Ｄ
が
Ｓ

Ｆ
二
二
五
Ｃ
に
対
応
す
る
。
Ｃ
に
対
応
す
る
も
の
は
不
明
で
あ
る
。

　
〈
主
要
遺
構
の
解
説
〉

　

Ｓ
Ａ
一
三
二
二
材
木
列　

調
査
区
北
側
の
丘
陵
部
で
検
出
し
た
材
木
列
で
、
Ｓ

Ｄ
一
三
二
一
と
一
連
の
も
の
で
あ
る
。
Ａ
～
Ｄ
の
四
時
期
の
変
遷
が
あ
る
。

　

Ｓ
Ａ
一
三
二
四
材
木
列　

Ｓ
Ａ
一
三
二
二
の
さ
ら
に
北
側
で
検
出
し
た
材
木
列

で
Ｓ
Ａ
一
三
二
一
・
一
三
二
二
と
一
連
だ
が
、
残
存
状
況
が
良
く
な
い
。
二
時
期

分（
Ａ
・
Ｂ
）を
確
認
し
て
お
り
、
Ａ
は
Ｓ
Ａ
一
三
二
一
・
一
三
二
二
の
Ａ
～
Ｃ
の

い
ず
れ
か
、
Ｂ
は
Ｄ
に
対
応
す
る
。

　

Ｓ
Ｂ
一
三
二
五
・
一
三
四
〇
櫓
状
建
物
跡　

Ｓ
Ａ
一
三
二
二
Ｂ
～
Ｄ
材
木
列
を

跨
ぐ
南
北
・
東
西
一
間
の
櫓
と
み
ら
れ
る
掘
立
柱
建
物
跡
で
あ
る
。
両
建
物
跡
は

概
ね
同
位
置
に
あ
り
、
Ｓ
Ｂ
一
三
二
五
が
新
し
い
。
規
模
・
構
造
は
や
や
違
い
が

あ
り
、
Ｓ
Ｂ
一
三
二
五
は
南
北
約
四
・
四
ｍ
、
東
西
約
三
・
三
ｍ
の
南
北
棟
、
Ｓ
Ｂ

一
三
四
〇
は
東
西
約
三
・
九
ｍ
、
南
北
約
二
・
九
ｍ
の
東
西
棟
で
あ
る
。
な
お
、
こ

れ
ら
の
建
物
跡
は
第
二
四
次
調
査
で
検
出
し
た
Ｓ
Ｂ
二
二
四
建
物
跡（
前
述
6
頁

参
照
）の
約
八
〇
ｍ
北
に
位
置
す
る
。

　

Ｓ
Ｘ
一
三
三
九
積
土
遺
構　

両
側
に
溝
を
伴
う
幅
約
二
ｍ
の
積
土
遺
構
で
あ

る
。
Ｓ
Ａ
一
三
二
二
材
木
列
に
先
行
す
る
施
設
で
、
第
三
八
次
調
査
の
項
で
述
べ

た
第
Ⅰ
期
の
外
郭
南
辺
の
可
能
性
を
持
つ
区
画
施
設
の
東
端
と
な
る
遺
構
で
あ
る

（
前
述
11
頁
参
照
）。
長
さ
約
一
一
ｍ
分
を
検
出
し
て
お
り
、
Ｓ
Ａ
一
三
二
二
の
西

側
を
西
に
向
か
っ
て
湾
曲
し
な
が
ら
延
び
る
。
積
土
の
厚
さ
は
約
二
〇
㎝
で
、
地

山
岩
盤
の
粒
子
混
じ
り
の
赤
褐
・
明
褐
色
粘
質
土
が
ほ
ぼ
水
平
に
積
ま
れ
て
い

る
。
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第
三
章　

釈
文
と
解
説

【
第
八
次
調
査
】

　
　

遺
物
包
含
層
出
土
木
簡

◎
第
一
号
木
簡

�

〔
十
カ
〕

大
佐
良
十
枚

足
坏
佐
良
□
枚

（�62

）×（19

）×7　

081

柾
目　

八
次
一

合
四
種

�
� 

�
�

�
� 
�
�

　

上
下
両
端
折
れ
。
左
右
両
辺
割
れ
。
四
種
類
の
物
品
の
請
求
、
あ
る
い
は
納
入

な
ど
に
関
わ
る
文
書
か
。

◎
第
二
号
木
簡

�

〔
郷
カ
〕

進
□

��

� 

□
□
人
足�

�
��

�
�

（157

）×（31
）×2　

081
柾
目　

八
次
二

六
斗

　

上
下
両
端
折
れ
。
米
の
荷
札
か
。

【
第
一
一
次
調
査
】

　
　

整
地
層
上
面
出
土
木
簡

◎
第
三
号
木
簡

・「『
� 

�
大
万
□

天
軍
平
六
部
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
』

〔
自
自
カ
〕

□
□
自
自
在
在
観
観
世
世
世
音
我
我
我
聞
聞

『
□
� 

�
三
□
□�

� 

� 

大
万
佐
□
□
大
徳
□
□
□
� 

�
』」

〔
蒙
カ
〕

・「『
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
』」

（355

）×�2

×6　

011

板
目　

一
一
次
一

　

四
周
削
り
。
断
面
は
や
や
レ
ン
ズ
状
を
呈
す
。
経
文
の
習
書
。
古
い
二
行
の
異

筆
を
削
っ
て
書
か
れ
る
。
習
書
以
前
の
異
筆
は
薄
く
残
り
、一
部
が
判
読
さ
れ
る
。

典
籍
を
書
写
し
た
も
の
か
。
裏
面
は
削
ら
れ
て
い
る
が
、
三
行
分
の
墨
が
薄
く
残

る
。
表
面
の
異
筆
に
伴
う
文
書
と
み
ら
れ
る
。

　

本
木
簡
は
外
郭
東
辺
区
画
施
設
の
Ｓ
Ｆ
二
二
五
Ａ
、
ま
た
は
Ｂ
材
木
列
に
伴
う

整
地
層
上
面
で
ス
ク
モ
に
覆
わ
れ
た
状
態
で
出
土
し
て
お
り
、、
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の

構
築
直
後
の
遺
棄
と
み
ら
れ
る
。
Ａ
材
木
列
は
八
世
紀
末
頃
、
Ｂ
材
木
列
は
八
世

紀
末
頃
～
九
世
紀
前
半
頃
の
構
築
で
と
も
に
第
Ⅲ
期
。
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◎
第
四
号
木
簡〔

第
カ
〕

・「
三
等
□
中
□

（1�3

）×（1�

）×3　

019

板
目　

一
一
次
二

・「
二
□　
　

�

�
� 

�
�

　

上
端
・
右
辺
削
り
。
左
辺
割
れ
。
下
端
折
れ
。〔
第
カ
〕

「
□
」
以
下
は
削
ら
れ
て
お
り
、

文
字
の
存
在
は
不
明
。
ま
た
、
下
半
は
折
れ
た
際
に
板
目
に
沿
っ
て
剥
が
れ
て
い

る
。
四
等
区
分
の
外
長
上
や
三
等
区
分
の
外
散
位
の
考
第
、
あ
る
い
は
貧
富
や
勇

猛
の
程
度
な
ど
に
よ
る
兵
士
・
鎮
兵
の
三
等
区
分
に
関
わ
る
も
の
か
（
註
1
）。
裏

面
は
割
れ
部
分
に
墨
が
若
干
残
る
。

�

註
1　

軍
防
令
兵
士
以
上
条
。『
続
日
本
紀
』天
平
元
年
八
月
癸
亥
条

【
第
二
〇
次
調
査
】

　
　

遺
物
包
含
層
第
7
層
出
土
木
簡

◎
第
五
号
木
簡

・「
＜
武
蔵
国
幡
羅
郡
米
五
斗　
　

◦�

〔
万
呂
カ
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　

部
領
使
□
□
刑
部
古
□
□
」

〔
二
カ
〕

・
「
＜
大
同
四
年
十
□
月　

�
�
�
�
� 

�
�
�
�
�
」（205

）×29

×8　

032

柾
目
二
〇
次
一

　

上
下
両
端
・
右
辺
削
り
。
左
辺
は
割
れ
か
。
切
り
込
み
は
右
辺
の
み
に
残
る
。

右
下
部
に
一
辺
二
～
三
㎜
の
角
穴
が
あ
り
、
表
面
か
ら
や
や
斜
め
に
打
ち
抜
か
れ

て
い
る
。
武
蔵
国
幡
羅
郡
か
ら
部
領
使
に
付
し
て
運
ば
れ
た
米
の
荷
札
。
幡
羅
郡

は
武
蔵
国
の
最
北
、
現
在
の
埼
玉
県
深
谷
市
付
近
に
所
在
す
る
。
文
献
上
は
『
続

日
本
後
紀
』承
和
元
年
二
月
戊
戌
条
を
初
見
と
す
る
が
、
武
蔵
国
分
寺
跡
に
「
幡
」

「
幡
瓦
」な
ど
の
刻
印
瓦
が
あ
り
、
平
城
宮
跡
木
簡
に
も
奈
良
時
代
半
ば
頃
の
例
が

み
え
る
（
註
1
）。
刑
部
は
関
東
地
方
で
は
武
蔵
・
下
総
・
常
陸
に
多
く
分
布
し
、
武

蔵
国
で
は
六
国
史
以
外
に
も
武
蔵
国
分
寺
跡
出
土
瓦
に
刑
部
広
島
・
真
時
・
国
当

な
ど
の
例
が
あ
る
。

　

大
同
末
年
頃
の
陸
奥
国
に
関
し
て
は
公
廨
に
他
国
の
官
稲
を
充
て
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
て
い
る
。
大
同
四
年（
八
〇
九
）に
は
按
察
使
公
廨
を
便
近
の
国
か
ら
の

支
給
、
大
同
五
年（
八
一
〇
）に
は
官
人
全
て
の
公
廨
を
他
国
か
ら
の
支
給
と
し
て

お
り
（
註
2
）、
本
木
簡
の
年
紀
は
そ
れ
ら
の
間
に
挟
ま
る
。
公
廨
の
一
部
を
舂
米

に
し
て
官
人
の
年
粮
と
す
る
場
合
も
あ
り
、
按
察
使
の
公
廨
を
舂
米
と
し
た
年
粮

に
本
木
簡
が
係
わ
る
見
方
も
あ
る
（
註
3
）。

�

註
1　
『
平
城
宮
木
簡
七
』一
一
五
二
三

�

註
2　
『
類
聚
国
史
』巻
八
四　

大
同
四
年
六
月
丙
申
条
。
同
巻
八
四　

弘
仁
元
年
五
月
辛
亥
条

�

註
3　

�『
類
聚
三
代
格
』巻
六　

大
同
五
年
五
月
十
一
日
太
政
官
符
。（
鈴
木
拓
也
二
〇
一
〇「
古

代
東
北
の
城
柵
と
出
土
文
字
資
料
」『
木
簡
学
会
多
賀
城　

特
別
研
究
集
会　

古
代
東
北

の
城
柵
と
木
簡
』木
簡
学
会
）
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【
第
二
四
次
調
査
】

　
　

Ｓ
Ｂ
二
二
四
建
物
跡
出
土
木
簡

◎
第
六
号
木
簡

〔
手
歴
名
事
カ
〕

・「
白
河
団
進
上
射
□
□
□
□
『
具
具
』

〔
火
長
カ
〕

火
長
神

合
卌
四
人
□
守
十
八
人
□
□　

和
徳
三
衣

〔
射
カ
〕�
〔
射
カ
〕

人
味
人

『
�
� 

�
�
□
�
� 
�
�　
□
□
□
□
』

」

〔
鳥
取
カ
〕

・「
『
具
具
□
』
□
□
部�

〔
成
カ
〕〔
具
カ
〕

大
伴
部
乙
虫
『
�
� 

�
�
』
嶋
□
『
□
』�
丈
部
力
男

『
�
� 

�
�
』

阿
倍
�
� 

�
�　
� 

�
□
万
呂�

大
伴
部
建
良
」

222
×（38

）×2　

061

柾
目　

二
四
次
二

　

上
下
両
端
削
り
。
左
右
両
辺
割
れ
。
折
敷
の
蓋
板
、
ま
た
は
底
板
を
転
用
し
た

木
簡
。
白
河
団
が
進
上
し
た
卌
四
人
の
射
手
歴
名
で
、
他
に
両
面
に
薄
い
習
書
が

あ
る
。
墨
の
濃
淡
、
裏
面
の
歴
名
二
人
目
の
氏
名
が
習
書
の
墨
痕
を
避
け
て
書
か

れ
て
お
り
、
白
河
団
の
文
書
が
後
筆
と
み
ら
れ
る
。

　

木
簡
の
現
状
は
幅
一
〇
㎜
前
後
、
長
さ
三
五
～
一
一
五
㎜
の
断
簡
一
〇
片
を
接

合
・
復
元
し
た
状
態
。
断
片
の
あ
り
方
か
ら
み
て
、
幅
一
㎝
前
後
で
縦
割
り
に
し
、

さ
ら
に
中
ほ
ど
で
折
っ
て
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
接
合
し
な
い
が
、
形
状
や

墨
色
か
ら
第
三
九
・
四
五
・
四
六
号
木
簡
に
も
同
一
簡
の
可
能
性
が
あ
る
。

　

元
の
折
敷
の
幅
は
射
手
の
総
数
と
歴
名
の
書
式
か
ら
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
。

射
手
の
総
数
は
四
四
名
で
、
現
存
断
簡
で
は
表
面
に
二
名
、
裏
面
に
は
一
行
三
名

で
二
行
六
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
残
り
三
六
名
が
欠
損
部
分
で
一
行
三
名
の
記
載

を
と
る
と
、
表
・
裏
面
で
各
々
六
行
が
必
要
で
あ
る
。
全
体
で
は
現
存
断
簡
と
合

わ
せ
て
表
・
裏
面
各
八
行
と
な
り
、
最
低
一
五
㎝
程
の
幅
が
推
定
さ
れ
る
。
上
限

は
木
目
と
文
書
の
方
向
、
後
述
す
る
文
字
を
つ
め
た
書
き
方
な
ど
か
ら
み
て
、
幅

は
長
さ
よ
り
狭
く
、
二
二
㎝
は
越
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

白
河
団
は
神
亀
五
年（
七
二
八
）設
置
の
軍
団
で
あ
る
。
大
同
元
年
頃（
八
〇
六
）

に
一
度
解
体
後
、
弘
仁
六
年（
八
一
五
）に
復
置
さ
れ
た
と
み
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

呼
称
は
長
元
七
年（
一
〇
三
四
）ま
で
確
認
で
き
る
（
註
1
）。
本
木
簡
を
伴
う
Ｓ
Ｂ

二
二
四
建
物
跡
の
構
築
は
八
世
紀
末
頃
～
九
世
紀
前
半
頃
の
第
Ⅲ
期
で
、
木
簡
の

下
限
は
九
世
紀
前
半
頃
で
あ
る
。
本
木
簡
は
大
同
元
年
頃
以
前
、
ま
た
は
弘
仁
六

年
か
ら
九
世
紀
前
半
頃
ま
で
の
白
河
団
兵
士
の
多
賀
城
へ
の
上
番
を
示
す
資
料
と

い
え
る
。
Ｓ
Ｂ
二
二
四
の
構
築
も
大
同
元
年
頃
を
下
限
と
す
る
第
Ⅲ
期
、
ま
た
は

弘
仁
六
年
を
上
限
と
す
る
第
Ⅲ
期
の
頃
に
お
お
よ
そ
比
定
さ
れ
る
。

　
「
白
河
団
」の
下
に
は
直
ち
に
事
書
が
続
き
、
上
申
文
書
を
示
す
〈
解
〉の
字
が

な
い
。
事
書
の
射
手
は
兵
士
の
う
ち
射
芸
に
優
れ
た
も
の
か
。
陸
奥
国
の
軍
団
兵

士（
一
団
千
人
）は
承
和
十
年（
八
四
三
）以
前
は
六
番
、
以
後
は
八
番
交
替
で
城

柵
に
上
番
し
て
お
り
（
註
2
）、
一
団
一
番
あ
た
り
の
人
数
は
承
和
十
年
以
前
が

一
六
〇
人
か
一
七
〇
人
、
以
後
は
一
二
五
人
と
な
る
。
本
木
簡
の
総
数
四
四
人
は

そ
の
中
か
ら
射
手
を
選
定
・
編
成
し
た
集
団
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
射
手
の
存

在
は
胆
沢
城
の
健
士
に
も
み
ら
れ
る
。
胆
沢
城
に
は
射
手
所
が
あ
り
、
具
体
的
な

配
備
先
に
は
内
神
の
警
護
が
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
（
註
3
）。
判
読
で
き
な
い

が
、
本
木
簡
の
「
□
守
」も
配
備
先
と
み
ら
れ
る
。
一
八
人
が
「
□
守
」で
、
他
の

二
六
人
も
具
体
的
な
部
署
に
充
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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歴
名
部
で
は
「
□
守
」の
射
手
最
初
の
二
名
が
火
長
で
あ
る
。
一
方
、
裏
面
の
末

尾
六
名
に
火
長
は
お
ら
ず
、
一
般
の
兵
士
と
み
ら
れ
る
。
火
長
は
兵
士
十
人
単
位

の
長
で
あ
り
、
編
成
さ
れ
た
射
手
の
中
で
も
長
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
が

窺
わ
れ
る
。
人
名
は
表
面
二
人
目
の
火
長
神
人
味
人
が
「
火
長
神
」ま
で
書
い
た

後
に
改
行
し
て
横
に
「
人
味
人
」と
続
け
ら
れ
、
裏
面
で
は
二
人
目
の
姓
が
習
書
の

墨
を
避
け
て
右
側
に
書
か
れ
て
い
る
。
最
後
の
人
名
の
末
尾
も
つ
め
て
書
か
れ
て

お
り
、
書
き
方
が
整
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
神
人
味
人
は
第
一
一
号
木
簡
に
も
み

え
る
。

　

白
河
団
の
文
書
以
前
の
習
書
は
墨
が
薄
く
判
読
が
難
し
い
が
、『
具
』〔
射
カ
〕

『
□
』
な

ど
の
文
字
が
あ
り
、
武
具
や
射
芸
な
ど
、
軍
事
に
通
じ
る
意
味
を
見
出
し
う
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
白
河
団
の
文
書
は
兵
士
の
上
番
先
や
射
手
の
編
成
・
配
備
な
ど
の

点
で
注
目
さ
れ
る
内
容
を
持
つ
が
、
木
簡
自
体
の
形
態
や
文
書
の
体
裁
、
廃
棄
方

法
な
ど
の
特
徴
も
注
意
さ
れ
る
。

　

薄
い
折
敷
を
転
用
し
た
簡
便
な
も
の
で
あ
り
、
遠
距
離
の
移
動
や
公
式
性
の
強

い
使
わ
れ
方
は
考
え
に
く
い
。
白
河
団
の
文
書
は
習
書
後
の
も
の
で
あ
り
、
書
式

も
上
申
文
書
を
示
す
〈
解
〉の
字
が
な
く
、
歴
名
の
書
き
方
も
整
っ
て
い
な
い
。
そ

の
一
方
で
廃
棄
の
仕
方
は
入
念
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
み
る
と
、多
賀
城
、

及
び
そ
の
近
辺
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
、
内
容
は
と
も
か
く
文
書
自
体
は
草
案
や
書

付
け
の
可
能
性
、
使
用
後
に
は
確
実
な
廃
棄
の
必
要
性
が
高
い
文
書
で
あ
っ
た
こ

と
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
。
特
に
作
成
場
所
や
草
案
等
に
関
す
る
想
定
は
陸
奥
国
の

軍
団
の
軍
毅
・
主
帳
が
城
柵
に
常
駐
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
（
註
�
）、
む
し
ろ
整

合
的
に
理
解
さ
れ
る
。
兵
士
が
上
番
し
た
際
の
現
地
に
お
け
る
手
続
き
・
文
書
作

成
な
ど
が
城
柵
に
常
駐
し
た
軍
毅
等
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る

特
徴
を
備
え
た
木
簡
と
思
わ
れ
る
。

�

註
1　

�『
続
日
本
紀
』神
亀
五
年
四
月
丁
丑
条
。『
類
聚
三
代
格
』巻
十
八　

弘
仁
六
年
八
月
廿
三

日
太
政
官
符
。『
左
経
記
』長
元
七
年
一
二
月
一
五
日
。

�

註
2　

�『
続
日
本
後
紀
』承
和
十
年
四
月
丁
丑
条

�

註
3　

�

水
沢
市
教
育
委
員
会
一
九
八
四『
胆
沢
城　
─
昭
和
五
八
年
度
発
掘
調
査
概
報
─
』漆
紙
第

一
八
号

�

　
　
　

�

水
沢
市
教
育
委
員
会
一
九
九
〇『
胆
沢
城　
─
平
成
元
年
度
発
掘
調
査
概
報
─
』第
二
〇
号

木
簡

�

註
�　
『
類
聚
三
代
格
』巻
十
五　

大
同
四
年
五
月
十
一
日
太
政
官
符
。

◎
第
七
号
木
簡

「
挂
草
郷

（53

）×
径（22

）　065

二
四
次
三

成
成
成

　

丸
い
棒
状
の
木
製
品
。
上
端
削
り
。
下
端
折
れ
。
側
面
は
削
り
で
、
文
字
の
あ

る
半
面
が
残
る
。
挂
草
郷
は
『
倭
名
類
聚
抄
』に
み
え
る
上
野
国
勢
多
郡
桂
萱
郷

に
あ
た
る
か
。『
倭
名
類
聚
抄
』で
は
桂
萱
郷
を
「
加
以
加
也
」と
訓
じ
る
が
、
桂

は
ケ
イ
、
か
つ
ら
の
意
で
、「
加
以
」と
訓
ず
る
な
ら
挂
が
妥
当
。

◎
第
八
号
木
簡

□
解
申
進
上
作
物
事

　
　
　
□
□

（92

）×（2�

）　091

二
四
次
四

〔
弓
廿
カ
〕

　

弓
な
ど
の
作
物
を
進
上
し
た
解
の
削
屑
。
武
器
の
生
産
・
進
上
に
係
わ
る
も
の

か
。「
解
」の
上
に
差
出
し
と
み
ら
れ
る
墨
痕
が
若
干
残
る
。
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◎
第
九
号
木
簡

　
　
　
　

急
竈
木
運
廿
人　
□

（115

）×（22

）　091

二
四
次
五

□

　

右
辺
は
原
形
を
と
ど
め
る
可
能
性
が
あ
る
。
第
一
〇
号
木
簡
と
「
竈
」の
書
体

が
ほ
ぼ
一
致
し
、
同
一
木
簡
の
削
屑
と
み
ら
れ
る
。
合
わ
せ
み
て
、
製
塩
の
た
め

の
燃
料
と
な
る
薪
の
運
搬
に
あ
た
る
人
夫
の
数
を
書
い
た
部
分
と
考
え
ら
れ
る
。

◎
第
一
〇
号
木
簡� 

��

〔
郷
カ
〕

（97

）×（18

）　091

二
四
次
六

�
� 

�
�
□
□
□
所
出
塩
竈
□

　

第
九
号
木
簡
と
同
一
簡
と
み
ら
れ
る
削
屑
。
製
塩
用
の
竈
を
負
担
し
た
郷
に
関

す
る
記
載
と
考
え
ら
れ
る
。
郷
の
上
の
二
字
は
宮
城
の
残
書
か
。

◎
第
一
一
号
木
簡

〔
神
カ
〕

□
人
味
人
□

（�9

）×（11
）　091

二
四
次
七

　

人
名
。
第
六
号
木
簡
の
火
長
神
人
味
人
と
同
一
人
物
と
み
ら
れ
る
。

◎
第
一
二
号
木
簡

□
二
人

（63

）×（9

）　091

二
四
次
八

◎
第
一
三
号
木
簡マ

ヽ

「
進
上
兵
士
子
及

（86

）×32

×�　

019

柾
目　

二
四
次
九

�

進
兵
士
事
人

　

上
端
削
り
。
下
端
折
れ
。
左
辺
割
れ
。
右
辺
は
上
端
か
ら
約
三
五
㎜
残
る
。
以

下
は
割
れ
て
い
る
が
、
比
較
的
原
形
に
近
い
。
表
面
は
削
り
調
整
が
や
や
粗
い
。

裏
面
は
未
調
整
で
あ
る
。
右
行
と
左
行
で
は
筆
の
太
さ
、墨
の
濃
淡
が
異
な
る
が
、

筆
運
び
は
同
じ
。
な
お
、右
行
の
四
字
目
は
文
脈
上〈
事
〉も
想
定
さ
れ
る
が
、「
子
」

と
し
て
お
く
。
兵
士
の
進
上
に
関
す
る
文
言
・
事
書
を
習
書
し
た
も
の
か
。

◎
第
一
四
号
木
簡

�
� 

�
��

�
� 

�
�

物
部
人
長　

鳥
取
部
□

（1�1

）×（15

）×9　

081

板
目　

二
四
次
一

�

〔
佐
カ
〕

　

上
端
削
り
。
下
端
折
れ
。
左
右
両
辺
割
れ
。
歴
名
木
簡
の
断
片
。

◎
第
一
五
号
木
簡

�

〔
敷
カ
〕�

〔
敷
カ
〕

　
　
　
　
□　
　
□

　
　
　
　
　

上
上　

敷
敷
□

　
　
　
　
　
　
　

敷

　

敷
貢
貢
貢
貢
上

・・
□
□�

□
□
� 

�

□　
�

□
□
□

（216

）×（25

）×6　

065

板
目　

二
四
次
一
一

　

習
書
後
に
二
次
加
工
さ
れ
た
木
簡
。
用
途
は
未
詳
。
上
端
二
次
的
折
り
。
右
辺

二
次
的
割
り
か
。
左
辺
は
二
次
的
削
り
で
、
下
半
を
尖
ら
す
。
下
端
は
最
終
的
に
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折
れ
る
。
二
次
加
工
前
は
表
面
が
「
敷
」「
貢
」「
上
」な
ど
の
習
書
。
裏
面
は
墨
痕

が
薄
く
不
明
。

◎
第
一
六
号
木
簡

〔
大
カ
〕

・
□
大
大
大
大
大
大
� 

�

・　
　
□　
　
□　
　
□

□
□

（87

）×（13

）×5　

081

板
目　

二
四
次
一
二

〔
子
カ
〕

　

上
下
両
端
折
れ
。
左
右
両
辺
割
れ
。「
大
」の
習
書
。

◎
第
一
七
号
木
簡

〔
鳥
カ
〕

□
〔
鳥
鳥
鳥
カ
〕

（96

）×（7

）×（5

）　081

板
目　

二
四
次
一
三

□
□
□
□

　

上
下
両
端
折
れ
。
左
右
両
辺
割
れ
。
習
書
木
簡
。
文
字
は
嶋
の
可
能
性
も
あ
る
。

第
二
〇
号
と
同
一
簡
か
。

◎
第
一
八
号
木
簡

� 

�　
　
□

（71

）×（6

）×�　

065

板
目　

二
四
次
一
五

　

使
用
後
に
下
半
を
薄
い
篦
状
の
製
品
に
二
次
加
工
さ
れ
た
木
簡
。
左
辺
二
次
的

削
り
。
右
辺
二
次
的
割
り
か
。
上
下
両
端
は
左
辺
か
ら
斜
め
に
二
次
的
に
削
る
。

右
辺
上
下
両
端
と
も
尖
る
。

◎
第
一
九
号
木
簡

丈
部〔

番
カ
〕

（136

）×（20

）　091

柾
目　

二
四
次
一
六

□
□
□　
　
　
　
□
□

◎
第
二
〇
号
木
簡

〔
鳥
鳥
鳥
カ
〕

・
□
□
□
□
□

・
□
□
□
□
□
□

（112

）×6

×8　

065

板
目　

二
四
次
一
七

〔カ
鳥
鳥
鳥

〕

　

下
半
側
面
を
篦
状
の
製
品
に
二
次
加
工
さ
れ
た
木
簡
。
左
右
両
辺
割
り
の
後
に

二
次
的
削
り
。
下
半
は
左
辺
か
ら
削
っ
て
両
側
面
を
薄
い
篦
状
に
す
る
。
上
端
は

最
終
的
に
折
れ
る
。
二
次
加
工
前
は
第
一
七
号
と
同
様
の
習
書
。
元
は
同
一
簡
か
。

文
字
は
表
・
裏
面
で
天
地
逆
に
書
か
れ
る
。

◎
第
二
一
号
木
簡

・
� 

�
□
□
□

107

×5

×6　

065

板
目　

二
四
次
一
八

・
� 

�　
□　

□

　

上
半
を
箸
状
、
下
半
を
篦
状
の
製
品
に
二
次
加
工
さ
れ
た
木
簡
。
横
断
面
は
上

半
が
六
角
形
、
下
半
は
板
状
。
上
端
は
二
次
的
切
断
後
に
削
り
。
上
半
側
面
、
及

び
下
半
左
右
両
辺
二
次
的
削
り
。
下
半
は
右
辺
か
ら
斜
め
に
削
っ
て
左
辺
下
端
を

尖
ら
す
。
表
・
裏
面
と
も
墨
が
薄
く
、
二
次
加
工
前
の
木
簡
の
内
容
は
不
明
。



－　　－20－　　－21

◎
第
二
二
号
木
簡

〔
家
家
家
家
カ
〕

□
□
□
□

　
　
　
　
『
□
□
』

108

×7

×3　

051

板
目　

二
四
次
一
九

〔
上
カ
〕

　

下
半
を
薄
い
篦
状
の
製
品
に
二
次
加
工
し
た
木
簡
。
上
下
両
端
は
二
次
的
切
断

後
に
削
り
。
左
右
両
辺
二
次
的
割
り
後
に
削
り
。
二
次
加
工
前
は
習
書
木
簡
。
第

四
三
・
四
七
・
五
八
号
と
元
は
同
一
簡
か
。
下
部
に
は
墨
の
濃
い
異
筆
が
あ
る
。

◎
第
二
三
号
木
簡

〔
長
カ
〕

・
□
馬

（38

）×1�

×5　

081

柾
目　

二
四
次
二
〇

・
� 

�

　

上
下
両
端
折
れ
。
左
右
両
辺
削
り
。
表
・
裏
面
と
も
墨
が
薄
い
。

◎
第
二
四
号
木
簡

� 

�

（�6
）×（13

）　091
二
四
次
二
一

◎
第
二
五
号
木
簡

〔
五
カ
〕

（36

）×（19

）　091

二
四
次
二
二

□
□

◎
第
二
六
号
木
簡

・
□　
□　
□　
　

�
� 

�
�

（102

）×（8

）×�　

081

板
目　

二
四
次
二
三

・
��

�　
　
　
□

　

上
端
折
り
。
下
端
折
れ
。
左
右
両
辺
割
れ
。
表
面
下
半
と
裏
面
は
墨
が
薄
い
。

◎
第
二
七
号
木
簡

� 

�

（31

）×（6

）×3　

081

板
目　

二
四
次
二
四

　

上
下
両
端
折
れ
。
左
右
両
辺
割
れ
。

◎
第
二
八
号
木
簡

� 

�

（26

）×（7

）　091

二
四
次
二
五

◎
第
二
九
号
木
簡

□
□

（27

）×（11

）　091

二
四
次
二
六

◎
第
三
〇
号
木
簡

□
□

（20

）×（10

）　091

二
四
次
二
七



－　　－22－　　－23

◎
第
三
一
号
木
簡

・
□　
□

（39

）×（3

）×（2

）　081

板
目　

二
四
次
二
八

・

□

　

上
下
両
端
折
れ
。
左
右
両
辺
割
れ
。

◎
第
三
二
号
木
簡

� 

�

（25

）×（9

）　091

二
四
次
二
九

◎
第
三
三
号
木
簡

・
□
□
□
□
□�

□

・

��

�

（122

）×9

×6　

065

板
目　

二
四
次
三
〇

� 

�
□

　

上
半
左
側
を
四
～
六
㎜
角
の
棒
状
、
下
半
を
幅
八
㎜
前
後
の
篦
状
の
製
品
に
二

次
加
工
さ
れ
た
木
簡
。
左
右
両
辺
は
二
次
的
割
り
後
、
さ
ら
に
右
側
上
半
を
割
り

取
り
、
上
半
左
側
を
角
棒
状
、
下
半
を
篦
状
に
成
形
す
る
。
下
半
両
辺
は
二
次
的

に
削
り
、
下
端
を
尖
ら
す
。
上
端
は
最
終
的
に
折
れ
る
。
二
次
加
工
前
の
表
面
は

習
書
か
。
裏
面
は
墨
が
薄
く
不
詳
。

◎
第
三
四
号
木
簡

□

（21

）×（12

）　091

二
四
次
三
一

◎
第
三
五
号
木
簡

□
万
呂
□

（57

）×（15

）　091

柾
目　

二
四
次
三
二

　

右
辺
は
原
形
を
と
ど
め
る
。
人
名
の
一
部
。

◎
第
三
六
号
木
簡

〔
本
カ
〕�

〔
火
長
カ
〕�

〔
門
カ
〕

・「〔
本
カ
〕�

□
□
□　

□
□　
　
□
□
□�

� 

�

□
□
□
□
□
□�

� 

� 

福
□　

平�

射�

射

〔
丈
部
福
人
福
カ
〕�

〔
人
カ
〕

・�

□

「
□�

�
�
�
�
� 

�
�
�
�
�

�

� 

��

� 

�
（236

）×32

×9　

019

柾
目�

二
四
次
三
三

　

上
端
・
左
右
両
辺
削
り
。
下
端
折
れ
。
残
存
す
る
下
部
五
㎝
ほ
ど
は
下
に
向
か
っ

て
幅
を
や
や
狭
め
る
。
表
・
裏
面
と
も
墨
は
薄
い
。
表
面
は
兵
士
関
係
の
職
名
や

人
名
な
ど
を
習
書
し
た
も
の
か
。

◎
第
三
七
号
木
簡

「
火
長
倉
椅
部
猪
麻
呂
一
口
請
」

173

×（2�

）×5　

011

二
四
次
三
四

　

上
下
両
端
・
右
辺
削
り
。
左
辺
割
れ
。
表
面
の
墨
は
薄
い
が
、
火
長
の
請
求
文

書
と
み
ら
れ
る
。
倉
椅
部
は
武
蔵
・
美
濃
・
信
濃
・
越
前
国
な
ど
に
分
布
す
る
。

管
見
で
は
陸
奥
国
で
は
初
見
。
裏
面
は
二
次
的
に
削
ら
れ
、文
書
の
有
無
は
不
明
。



－　　－22－　　－23

◎
第
三
八
号
木
簡

□

（125

）×（9

）×（3

）　081

板
目　

二
四
次
三
五

　

上
下
両
端
折
れ
。
左
辺
割
れ
。
右
辺
削
り
。

◎
第
三
九
号
木
簡

・
□
□　
□

（52

）×（5

）×2　

081

板
目　

二
四
次
三
六

・
� 

��

□

　

上
下
両
端
折
れ
。
左
辺
割
り
か
。
形
状
や
法
量
、
墨
色
な
ど
か
ら
第
六
号
と
同

一
簡
の
可
能
性
が
あ
る
。

◎
第
四
〇
号
木
簡

□

（31

）×（8

）　091

二
四
次
三
七

◎
第
四
一
号
木
簡

□
□
□

（50

）×（10
）　091

二
四
次
三
八

◎
第
四
二
号
木
簡

　
　
□

（36

）×（10

）×3　

081

柾
目　

二
四
次
三
九

□

　

上
下
両
端
折
れ
。
左
右
両
辺
割
れ
。

◎
第
四
三
号
木
簡

〔
家
家
カ
〕

右（63

）×（5

）×6　

081

左�129

×10

×6　

065

板
目　

二
四
次
四
〇

□
家
家
□
□

□
□

　

習
書
後
に
五
～
一
〇
㎜
幅
で
複
数
の
断
片
に
縦
割
り
に
さ
れ
た
木
簡
。
元
は
第

二
二
・
四
七
・
五
八
号
な
ど
と
同
一
簡
と
思
わ
れ
る
。
現
状
の
第
四
三
号
は
左
右
二

片
か
ら
な
り
、
左
片
は
串
状
の
製
品
に
二
次
加
工
さ
れ
て
い
る
。
左
右
片
の
墨
は

一
連
と
み
ら
れ
る
が
、
二
次
加
工
時
の
削
り
の
た
め
接
合
し
な
い
。
い
ず
れ
も
二

次
的
成
形
で
右
片
は
上
端
折
り
。
下
端
切
断
。
左
右
両
辺
割
り
。
左
片
は
上
端
・

左
右
両
辺
が
削
り
で
、
下
端
を
尖
ら
す
。

◎
第
四
四
号
木
簡

□

（15

）×（6

）　091

二
四
次
四
一

◎
第
四
五
号
木
簡

〔
物
部
カ
〕

・
□
□
□
□�

□

（90

）×（8

）×1　

081

板
目　

二
四
次
四
二

・『
□
□
□
□
□
』

　

上
下
両
端
折
れ
。
左
右
両
辺
割
り
か
。
裏
面
は
や
や
墨
の
薄
い
異
筆
の
習
書
。

文
字
は
不
詳
。
形
状
や
法
量
、
内
容
・
墨
色
か
ら
み
て
第
六
号
と
同
一
簡
の
可
能

性
が
あ
る
。



－　　－2�－　　－25

◎
第
四
六
号
木
簡

・
『
□
』

□
□

（32

）×（�

）×1　

081

板
目　

二
四
次
四
三

・
□
□

　

上
下
両
端
折
れ
。
左
右
両
辺
割
れ
。
表
面
に
墨
の
薄
い
異
筆
あ
り
。
第
六
号
と

同
一
簡
の
可
能
性
が
あ
る
。

◎
第
四
七
号
木
簡

〔
家
カ
〕

・
□　
　

�

□
□

（86

）×6

×5　

065

板
目　

二
四
次
四
四

・
□　
□　
　
□
□

　

習
書
後
に
箸
状
の
製
品
に
二
次
加
工
さ
れ
た
木
簡
。
元
は
第
二
二
・
四
三
・
五
八

号
と
同
一
簡
と
思
わ
れ
る
。
左
右
両
辺
二
次
的
削
り
。
上
下
両
端
は
最
終
的
に
折

れ
て
い
る
。

◎
第
四
八
号
木
簡

〔
万
呂
カ
〕

□
□
□

（39

）×（20

）×（3

）　081

板
目　

二
四
次
四
五

　

上
下
両
端
折
れ
。
右
辺
割
り
か
。
左
辺
割
れ
。

◎
第
四
九
号
木
簡

□
□
□

（56

）×（3

）　091

二
四
次
四
六

◎
第
五
〇
号
木
簡

□

（31

）×（10

）　091

二
四
次
四
七

◎
第
五
一
号
木
簡

� 

�

（39

）×（7

）×2　

081

柾
目　

二
四
次
四
八

　

上
端
折
れ
。
下
端
・
右
辺
削
り
。
左
辺
割
れ
。

◎
第
五
二
号
木
簡

□
□

（�9

）×（5

）×2　

081

板
目　

二
四
次
四
九

　

上
端
折
れ
。
下
端
削
り
。
左
右
両
辺
割
れ
。

◎
第
五
三
号
木
簡

□
人

（31

）×（10

）�091

二
四
次
五
一

◎
第
五
四
号
木
簡

□

（20

）×（6

）�091

二
四
次
五
二

◎
第
五
五
号
木
簡

□
偶
□

（30

）×（10

）　091

二
四
次
五
三



－　　－2�－　　－25

◎
第
五
六
号
木
簡

□

（50

）×（7

）×（2

）　081

板
目　

二
四
次
五
四

　

上
下
両
端
折
れ
。
左
右
両
辺
割
れ
。

◎
第
五
七
号
木
簡

□
□
□
□

（61

）×（7

）×（1

）　081

板
目　

二
四
次
五
五

　

上
端
折
れ
。
下
端
削
り
。
左
右
両
辺
割
れ
。

◎
第
五
八
号
木
簡

〔
家
家
家
カ
〕

・
□
□
□
□
□

95

×�

×6　

065

板
目　

二
四
次
五
六

・
�
��

�
�

　

習
書
後
に
上
下
両
端
を
篦
状
の
製
品
に
二
次
加
工
さ
れ
た
木
簡
。
元
は
第

二
二
・
四
三
・
四
七
号
と
同
一
簡
と
思
わ
れ
る
。
左
右
両
辺
は
二
次
的
割
り
後
に
削

り
。
ま
た
、
上
端
は
左
辺
か
ら
、
下
端
は
右
辺
か
ら
斜
め
に
削
っ
て
両
側
面
を
薄

い
篦
状
に
し
て
い
る
。

◎
第
五
九
号
木
簡

・
□
□
□

67

×3

×
不
明　

065

二
四
次
五
七

・
□
□

　

習
書
後
に
篦
状
の
製
品
に
二
次
加
工
さ
れ
た
木
簡
。
上
端
は
二
次
的
切
断
。
左

右
両
辺
は
二
次
的
割
り
後
に
削
り
。
さ
ら
に
左
辺
か
ら
下
半
を
削
っ
て
両
側
面
を

薄
い
篦
状
に
す
る
。
な
お
、
二
次
加
工
前
は
同
字
を
繰
り
返
し
た
習
書
と
み
ら
れ

る
が
、
文
字
は
判
読
で
き
な
い
。

◎
第
六
〇
号
木
簡

□

（17

）×（15

）　091

二
四
次
五
八

◎
第
六
一
号
木
簡

□

（28

）×（9

）　091

二
四
次
五
九

◎
第
六
二
号
木
簡

□
□

（1�

）×（6

）　091

二
四
次
六
〇

◎
第
六
三
号
木
簡

� 

�

（35

）×（9

）　091

二
四
次
六
一

◎
第
六
四
号
木
簡

� 
�

（17

）×（2

）×（2

）　081

二
四
次
六
二

　

上
下
両
端
折
れ
。
左
右
両
辺
割
れ
。



－　　－26－　　－27

◎
第
六
五
号
木
簡

「
日
□�

� 

� 

〔
百
カ
〕

� 

�　
　
　
□

　
　

日
357

×
径29　

065

二
四
次
六
三

一
百　
　
　
　

」

　

木
槌
の
未
製
品
、
ま
た
は
大
き
な
楔
か
と
思
わ
れ
る
木
製
品
。
丸
材
。
中
央
部

と
下
半
の
中
ほ
ど
に
墨
書
が
み
ら
れ
る
。

◎
第
六
六
号
木
簡

□
□
□
□

（�6

）×（2

）　091

二
四
次
六
四

　

削
屑
。
習
書
か
。
第
六
七
号
と
同
一
簡
の
可
能
性
あ
り
。

◎
第
六
七
号
木
簡

□

（25

）×（2

）　091

二
四
次
六
五

　

削
屑
。
第
六
六
号
と
同
一
簡
の
可
能
性
あ
り
。

　
　

第
Ⅲ
ｂ
・
ｃ
層
出
土
木
簡

◎
第
六
八
号
木
簡〔

之
カ
〕

・
付
進
上
□
□
□
□
□

（303

）×29

×8　

081

柾
目　

二
四
次
一

・
急
々
律
令
須
病
人
呑

　

上
下
両
端
折
れ
。
刀
身
と
茎
か
ら
な
る
刀
型
の
形
状
で
、
木
目
に
直
交
す
る
切

断
、
木
目
に
沿
っ
た
割
り
で
下
半
右
側
を�

｢�

状
に
切
り
取
る
。
上
半
は
先
細
り

で
、
上
端
は
圭
頭
状
の
可
能
性
も
あ
る
。
上
半
の
下
端
は
切
断
後
に
削
り
。
左
右

両
辺
も
削
り
。
下
半
は
幅
一
・
五
㎝
前
後
で
左
辺
は
削
り
。
右
辺
は
割
っ
た
ま
ま

未
調
整
か
。
な
お
、
上
半
の
断
面
形
は
レ
ン
ズ
状
を
呈
す
。

　

表
面
の
墨
は
大
部
分
が
流
れ
て
い
る
。「
上
」
以
下
は
字
画
が
浮
き
出
て
み
え

る
の
み
で
、
末
尾
二
字
は
存
在
が
判
る
程
度
。
□
の
二
字
目
は
〈
亀
〉、
末
尾
二
字

は
〈
状
事
〉の
可
能
性
も
あ
る
が
、
現
状
で
は
読
み
切
れ
な
い
。
裏
面
も
墨
が
や
や

薄
く
、
文
字
が
ぼ
や
け
て
み
え
る
が
、
目
視
は
可
能
。「
急
々
律
令
」以
下
の
文
字

が
判
読
で
き
る
。

　

文
書
は
表
面
が
何
ら
か
の
品
物
の
進
上
文
、
裏
面
は
「
急
々
律
令
」の
語
句
と
病

人
へ
の
処
方
を
示
し
た
「
須
病
人
呑
」の
文
言
か
ら
な
る
。
進
上
し
た
品
物
を
速

や
か
に
患
者
に
服
用
さ
せ
る
こ
と
を
指
示
す
る
内
容
で
、
伝
達
の
機
能
を
持
っ
た

文
書
と
み
ら
れ
る
。
進
上
物
は
病
人
が
服
用
す
る
品
物
で
、
薬
物
や
滋
養
の
あ
る

食
材
な
ど
が
推
定
さ
れ
る
。

　
「
急
々
律
令
」は
呪
句
と
し
て
多
用
さ
れ
る
語
句
で
あ
る
。
ま
た
、
本
木
簡
は
形

態
的
に
も
呪
符
に
通
じ
る
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
呪
符
に
特
徴
的
な
符
籙

は
み
え
な
い
。
ま
た
、
文
書
の
主
旨
と
勘
案
す
る
と
、「
急
々
律
令
」の
語
句
と
形

態
の
み
か
ら
病
気
平
癒
の
祭
祀
そ
の
も
の
に
使
わ
れ
た
呪
符
と
み
る
こ
と
に
は
慎

重
が
期
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
特
徴
は
、
む
し
ろ
呪
法
的
な
思
想
と
方
法
に
基
く
治

療
が
行
わ
れ
て
い
た
実
態
を
示
す
も
の
と
し
て
は
理
解
で
き
な
い
か
。
呪
法
的
な

方
法
で
治
療
を
行
う
者
か
ら
患
者
の
周
囲
に
薬
等
を
届
け
る
際
の
伝
達
用
具
と
し

て
使
わ
れ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
呪
符
に
多
い
形
態
の
木
簡
や
、「
急
々
律

令
」の
表
現
が
使
わ
れ
る
の
は
ご
く
自
然
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、「
急
々
律
令
」に
類
す
る
語
句
の
あ
る
木
簡
は
、
今
の
と
こ
ろ
城
内
で
は

本
木
簡
が
唯
一
で
あ
る
。
城
外
で
は
後
述
の
第
七
二
号
木
簡
の
ほ
か
、
山
王
遺
跡

に
病
気
平
癒
に
関
わ
る
墨
書
土
器
が
あ
る
（
註
1
）。
ま
た
、
陸
奥
国
外
と
な
る
が
、
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東
京
都
伊
興
遺
跡
に
病
気
平
癒
に
関
わ
る
曲
物
蓋
板
の
出
土
例
が
あ
る
（
註
2
）。

�
註
1　

�
宮
城
県
教
育
委
員
会
一
九
九
六『
山
王
遺
跡
Ⅲ�

多
賀
前
地
区
遺
物
編
』『
山
王
遺
跡
Ⅳ　

多
賀
前
地
区
考
察
編
』Ｓ
Ｄ
二
〇
〇
〇
河
川
跡
出
土
墨
書
二
七
三
〇

�

註
2　

�「
東
京
・
伊
興
遺
跡
」『
木
簡
研
究
』第
一
七
号　

一
九
九
五
。
蓋
板
に
「［　

］々
如
律
令

腹
病
□
」と
書
か
れ
て
お
り
、
治
療
の
た
め
の
薬
草
な
ど
を
入
れ
た
曲
物
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。
僅
か
な
文
書
の
た
め
詳
細
は
不
明
だ
が
、
形
態
や
機
能
か
ら
み
て
、
こ
の
例
に

関
し
て
も
祭
祀
に
直
接
使
わ
れ
た
呪
符
と
は
限
定
で
き
な
い
余
地
が
あ
る
。

【
第
三
四
次
調
査
】

　
　

遺
物
包
含
層（
北
側
）第
9
層
出
土
木
簡

◎
第
六
九
号
木
簡

〔
馬
カ
〕�

〔
尿
屎
カ
〕

・「
□
� 

�
□
□
馬
尿
屎
」

〔
類
類
類
類
類
類
カ
〕

179
×2�

×9　

011
板
目　

三
四
次
一

・「
□�

□�

□�

□�

□�

□
」

　

四
周
削
り
。
表
面
は
平
滑
。
裏
面
は�

〕状
に
中
央
部
を
幅
一
四
㎜
前
後
で
平
滑

に
残
し
、
左
・
右
側
が
や
や
広
く
斜
め
に
削
ら
れ
て
い
る
。

　

墨
は
表
・
裏
面
と
も
残
ら
ず
、
字
画
が
浮
き
出
て
み
え
る
の
み
で
あ
る
。
内
容

は
習
書
。
表
面
二
字
目
か
ら
半
ば
ま
で
は
面
が
荒
れ
て
お
り
、
不
詳
な
部
分
も
あ

る
が
、「
馬
尿
屎
」の
文
字
を
三
回
程
度
繰
り
返
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
裏
面

は
比
較
的
字
画
が
捉
え
ら
れ
る
が
、
中
央
部
左
側
の
角
の
擦
れ
の
た
め
扁
が
不
明

瞭
。〔
類
カ
〕と
し
た
が
、
別
字
の
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
字
間
に
も
先
行
す
る

同
一
文
字
の
字
画
が
残
り
、
削
り
つ
つ
習
書
を
繰
り
返
し
た
と
み
ら
れ
る
。

◎
第
七
〇
号
木
簡

〔
上
カ
〕

（80

）×15

×12　

065

板
目　

三
四
次
二

□
� 

�

　

棒
状
に
二
次
加
工
さ
れ
た
木
簡
。
断
面
形
は
不
整
な
八
角
形
で
、
平
滑
な
広
い

面
に
墨
が
薄
く
残
る
。
上
端
は
二
次
的
に
切
込
み
を
入
れ
て
折
る
。
左
右
両
側
面

は
二
次
的
削
り
。
下
端
は
最
終
的
に
折
れ
て
い
る
。

　
　

遺
物
包
含
層（
南
側
）第
8
層
出
土
木
簡

◎
第
七
一
号
木
簡

〔
井
大
カ
〕

・
尓
□
□
□
□
□
村
萌
井
村
長

〔
両
両
カ
〕

172

×1�

×6　

051

・

□
□
□
□　

郡
郡
郡
□

板
目　

三
四
次
三

　

二
次
加
工
さ
れ
た
木
簡
。
上
端
は
二
次
的
に
折
っ
た
後
に
削
り
。
左
右
両
辺
は

二
次
的
割
り
後
、
下
端
を
左
右
か
ら
削
っ
て
尖
ら
す
。
な
お
、
右
辺
に
つ
い
て
は

上
半
も
削
る
。

　

萌
井
村
は
所
在
地
不
明
。
陸
奥
出
羽
両
国
の
郡
域
外
の
蝦
夷
が
村
で
把
握
さ

れ
、
村
長
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
実
例
。
村
長
の
補
任
に
つ
い
て
は

『
類
聚
国
史
』巻
百
九
十
の
大
同
二
年
三
月
丁
酉
条
に
「
制
。
夷
俘
之
位
。
必
加
有

功
。
而
陸
奥
国
司
。
遷
出
夷
俘
。
或
授
位
階
。
或
補
村
長
」
と
み
え
る
。
ま
た
、

村
長
に
は
禄
も
支
給
さ
れ
て
い
た
（
註
1
）。
裏
面
は
習
書
。
一
字
目
は
上
部
、
二

字
目
は
左
側
が
削
ら
れ
て
い
る
が
、
残
画
か
ら
同
一
文
字
と
推
測
さ
れ
る
。〔
両

両
カ
〕は
文
字
が
大
ぶ
り
で
、
墨
も
や
や
薄
い
。
異
筆
の
可
能
性
も
あ
る
。
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�

註
1　
『
類
聚
国
史
』巻
百
九
十　

弘
仁
四
年
二
月
戊
申
条

【
第
三
七
次
調
査
】

　
　

Ｓ
Ｄ
一
二
二
一
Ｂ
大
溝
出
土
木
簡

◎
第
七
二
号
木
簡

・「（
符
籙
）百
怪
平
安
符
未
申
立
符

（285

）×31

×�　

051

板
目　

三
七
次
一

・「（
符
籙
）奉
如
実
急
々
如
律
令

　

百
怪
を
鎮
め
る
た
め
の
呪
符
。
城
外
南
西
部
で
の
出
土
で
あ
る
。
符
籙
部
分
が

欠
損
し
、
上
・
下
片
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
欠
損
部
は
僅
か
と
み
ら
れ
る
。
上
端
・

左
右
両
辺
は
削
り
で
、
上
端
は
圭
頭
状
を
呈
す
。
下
端
は
折
れ
。
幅
は
頭
部
が
最

も
広
く
、
下
部
ほ
ど
狭
ま
る
。
現
存
部
の
最
小
幅
は
二
三
㎜
で
あ
る
。
文
字
が
書

か
れ
た
位
置
も
踏
ま
え
る
と
、
ほ
ど
な
く
下
端
に
至
る
と
推
定
さ
れ
、
概
ね
原
形

を
止
め
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
形
状
か
ら
土
中
に
突
き
刺
し
て
の
使
用
が
考
え
ら

れ
る
が
、
下
部
に
腐
食
の
形
跡
な
ど
は
な
い
。

　

表
・
裏
面
と
も
墨
は
ぼ
や
け
て
み
え
る
。
ま
た
、
表
面
の
「
未
」以
下
の
文
字
は

左
側
半
分
の
墨
が
流
れ
て
薄
く
な
っ
て
い
る
。
表
面
の
符
籙
は
「
尸
」に
「
鬼
」か
。

裏
面
は
二
行
割
り
で
右
行
が
「
□
戌
□
□
」、
左
行
が
「
平
�
�
」。
符
籙
に
「
戌
」

の
み
え
る
百
怪
の
呪
符
は
伊
場
遺
跡
に
例
が
あ
る
（
註
1
）。

　

符
籙
か
ら
下
で
は
、
表
面
は
百
怪
を
安
ん
ず
る
符
で
あ
る
こ
と
、
未
申（
西
南
）

の
方
角
に
立
て
る
符
で
あ
る
こ
と
、
裏
面
は
奉
文
と
呪
句
を
記
す
。
災
い
を
も
た

ら
す
百
怪
を
鎮
め
る
た
め
に
未
申
の
方
角
に
こ
の
符
を
立
て
る
と
と
も
に
幣
帛
を

捧
げ
る
内
容
で
、
祭
祀
に
使
わ
れ
た
呪
符
と
捉
え
ら
れ
る
。
出
土
地
点
も
概
ね
未

申
の
方
角
の
城
外
南
西
部
に
あ
た
る
（
註
2
）。
そ
の
あ
り
方
は
宮
・
京
城
の
四
隅

な
ど
で
行
わ
れ
た
鬼
魅
や
疫
神
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
の
道
饗
祭
、
疫
神
祭
な
ど
と

の
類
似
が
指
摘
さ
れ
る
（
註
3
）。

　

道
饗
祭
は
外
か
ら
来
る
鬼
魅
を
、
あ
ら
か
じ
め
京
城
の
四
隅
の
道
に
迎
え
て
饗

す
こ
と
に
よ
り
京
師
へ
の
侵
入
を
と
ど
め
る
も
の
で
、
六
月
と
十
二
月
に
行
わ
れ

る
祭
祀
で
あ
る
（
註
�
）。『
延
喜
式
』
で
は
五
色
の
薄
絁
を
は
じ
め
と
す
る
布
類
、

牛
皮
な
ど
の
皮
革
類
、
酒
・
稲
・
鰒
・
堅
魚
・
腊
・
海
藻
と
い
っ
た
食
材
な
ど
が
祭

料
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
疫
神
祭
は
宮
・
京
城
の
四
隅
の
ほ
か
畿
内

と
畿
外
の
国
境
で
臨
時
に
行
わ
れ
る
祭
祀
で
、
道
饗
祭
と
同
趣
旨
の
も
の
と
み
ら

れ
、『
延
喜
式
』に
お
け
る
祭
料
の
品
目
も
概
ね
一
致
し
て
い
る
。

　

百
怪
と
い
う
祭
祀
の
対
象
と
四
隅
の
方
角
を
示
す
記
載
、
出
土
地
点
な
ど
か
ら

み
て
、
多
賀
城
で
も
外
か
ら
来
る
百
怪
に
対
し
て
城
内
へ
の
侵
入
を
阻
む
同
様
の

祭
祀
が
城
外
で
行
わ
れ
、
そ
の
際
に
使
わ
れ
た
呪
符
が
本
木
簡
と
考
え
ら
れ
る
。

方
角
の
一
つ
が
明
記
さ
れ
た
点
か
ら
、
他
の
方
角
に
あ
た
る
丑
寅（
北
東
）や
辰
巳

（
東
南
）、
戌
亥（
北
西
）の
場
所
に
も
同
様
の
符
が
立
て
ら
れ
、
祭
祀
が
行
わ
れ
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
裏
面
に
よ
る
と
祭
祀
の
際
に
は
幣
帛
が
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
品
目
は
不

明
だ
が
、
そ
れ
に
関
し
て
は
本
木
簡
が
坏
・
皿
類
な
ど
の
食
膳
具
が
大
半
を
し
め

る
土
器
と
共
伴
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
墨
書
や
油
煙
が
付
着
す
る
土
器

が
含
ま
れ
、「
件
稲
」「
百
束
」と
い
っ
た
墨
書
の
あ
る
須
恵
系
土
器
の
小
皿
も
あ

る
。
そ
の
様
相
は
『
令
義
解
』
神
祇
令
季
夏
条
に
鬼
魅
に
対
し
て
「
預
迎
於
道
而

饗
遏
也
」と
註
記
さ
れ
る
道
饗
祭
の
あ
り
方
や
『
延
喜
式
』の
祭
料
に
み
え
る
食
材

の
列
挙
な
ど
と
符
合
す
る
。
共
伴
し
た
遺
物
か
ら
も
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
る
。

�

註
1　

�

浜
松
市
教
育
委
員
会
二
〇
〇
八『
伊
場
遺
跡
総
括
編（
文
字
資
料
・
時
代
別
総
括
）』伊
場
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遺
跡
出
土
木
簡
三
九

�
註
2　

�

出
土
地
点
は
外
郭
南
辺
西
半
中
央
の
約
一
〇
〇
ｍ
南
で
あ
り
、
多
賀
城
の
南
西
隅
と
み

る
に
は
や
や
難
し
い
場
所
で
は
あ
る
。
た
だ
、
約
八
〇
ｍ
西
側
に
は
北
西
か
ら
南
東
に

流
れ
る
古
代
の
砂
押
川
が
迫
る
た
め
、
外
郭
南
辺
南
側
で
も
か
な
り
西
寄
り
の
場
所
と

い
え
る
。
南
辺
と
河
川
の
間
は
外
郭
南
西
隅
に
向
か
っ
て
次
第
に
狭
ま
る
。
河
川
の
存

在
を
踏
ま
え
る
と
、
祭
祀
を
行
う
場
と
し
て
出
土
地
点
付
近
が
多
賀
城
の
南
西
隅
と
観

念
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。

�

註
3　

�『
令
義
解
』神
祇
令
季
夏
条
、
及
び
季
冬
条
。『
延
喜
式
』巻
二
道
饗
条
、
及
び
巻
三　

宮

城
四
隅
疫
神
条
、
畿
内
境
疫
神
条

�

註
�　

�

な
お
、
疫
病
の
流
行
に
際
し
て
臨
時
的
に
長
門
以
還
の
諸
国
に
挙
行
が
命
じ
ら
れ
た
こ

と
も
あ
る
（『
続
日
本
紀
』天
平
七
年
八
月
乙
未
条
）。
そ
の
時
の
対
象
は
明
ら
か
に
疫
神

で
、
後
述
す
る
疫
神
祭
が
道
饗
祭
と
同
趣
旨
の
祭
祀
で
あ
る
こ
と
と
も
符
合
す
る
。

【
第
三
八
次
調
査
】

　
　

自
然
堆
積
層
第
二
七
層
出
土
木
簡

◎
第
七
三
号
木
簡

〔
種
カ
〕

（196

）×39

×10　

039

柾
目　

三
八
次
一

「
＜
長
者
□

　

上
端
は
斜
め
に
削
る
。
下
端
折
れ
。
左
右
両
辺
削
り
。
断
面
形
は
中
央
部
が
や
や

厚
い
レ
ン
ズ
状
で
全
体
に
風
化
が
著
し
い
。
墨
は
ほ
と
ん
ど
残
ら
ず
、
字
画
が
僅
か

に
浮
き
出
て
み
え
る
。
文
字
は
長
さ
四
㎝
前
後
の
大
ぶ
り
な
楷
書
。
一・
二
字
目
と

二
・
三
字
目
で
は
間
隔
が
異
な
る
。
長
者
は
尊
称
で
、
長
者
の
種
籾
の
意
か
。
類
似

す
る
尊
称
は
石
川
県
金
石
本
町
遺
跡
出
土
木
簡
に
「
大
者
君
」の
例
が
あ
る
（
註
1
）。

�

註
1　

�

石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
一
九
九
七『
金
石
本
町
遺
跡
─
銭
五
記
念
館（
仮
称
）建

設
工
事
に
係
わ
る
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
─
』

【
第
四
〇
次
調
査
】

　
　

堆
積
層
第
4
層
出
土
木
簡

◎
第
七
四
号
木
簡

「
□

（56

）×20

×2　

019

四
〇
次
一

　

上
端
・
左
右
両
辺
削
り
。
下
端
折
れ
。

◎
第
七
五
号
木
簡

� 

�

（127

）×（12

）×5　

081

四
〇
次
二

　

上
下
両
端
折
れ
。
左
右
両
辺
割
れ
。

【
第
四
一
次
調
査
】

　
　

Ｓ
Ａ
一
三
二
一
Ａ
材
木
列
出
土
木
簡

◎
第
七
六
号
木
簡

〔
郡
カ
〕〔
解
カ
〕

（67

）×（7

）×�　

081

板
目　

四
一
次
一

□
□
□
□
□

　

使
用
後
に
二
次
加
工
さ
れ
た
木
簡
。
上
端
は
二
次
的
削
り
。
左
右
両
辺
二
次
的

割
り
か
。
下
端
は
最
終
的
に
折
れ
る
。
二
次
加
工
前
の
文
書
は
某
郡
司
の
解
文
か
。

四
字
目
は
〈
司
〉も
推
測
さ
れ
る
が
、
墨
が
僅
か
で
判
読
は
困
難
。
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◎
第
七
七
号
木
簡

�
� 

�
�

□
百
卌
八
石

□
□
□
□
□
」

（82

）×（��

）×�　

081

板
目　

四
一
次
二

〔
五
斗
カ
〕

　

上
端
折
れ
。
下
端
・
右
辺
削
り
。
左
辺
割
れ
。
一
行
目
は
極
め
て
墨
が
薄
い
。

単
位
や
数
量
か
ら
み
て
、
米
な
ど
に
関
わ
る
集
計
的
な
記
載
か
。

◎
第
七
八
号
木
簡

有　
　

執

〔
道
カ
〕

□

□
□　

自

天　
□

　
　

道

天
天　
□

〔
天
カ
〕

丸
□

　
　
　
　

道

天
天　
□

劣
少　
　
　

道�

道

　

天
□　
　
　

无
□

　

天
天

執　
　

无
无
先
先

径（130

）×
高（1��

）　061

四
一
次
三

執
執
執
執
執

　

ロ
ク
ロ
挽
き
木
製
高
坏
の
脚
部
に
な
さ
れ
た
習
書
。
脚
上
半
は
折
れ
て
お
り
、

底
部
周
縁
も
割
れ
て
残
存
し
な
い
。
元
の
高
坏
の
形
状
や
法
量
は
不
明
で
あ
る
。

　

習
書
は
脚
下
部
か
ら
坏
部
に
向
か
っ
て
倒
位
で
書
か
れ
る
。
文
字
は
釈
文
最
終

の
「
執
」の
行
が
最
も
整
い
、
右
廻
り
に
乱
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
書
き
手
か
ら
み
て

脚
の
底
部
を
奥（
天
）、
上
部
を
手
前（
地
）に
置
き
、「
執
」の
行
を
起
点
と
し
て

右
廻
り
に
習
書
し
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
書
き
手
に
す
れ
ば
坏
部
が
邪
魔

に
な
る
こ
と
か
ら
、
坏
部
と
脚
部
は
す
で
に
別
個
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
ま
た
、
現
状
の
文
字
は
脚
上
部
の
欠
損
で
切
ら
れ
て
い
る
。
習
書
後
に
さ
ら

に
折
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

習
書
は
「
執
」「
无
」「
天
」「
道
」な
ど
の
繰
り
返
し
で
、「
自
」も
「
道
」の
一
部

を
書
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
全
体
的
に
行
政
的
な
文
書
で
頻
用
さ
れ
る
文
字
、
組

合
せ
に
は
み
え
な
い
。
何
ら
か
の
典
籍
に
基
づ
い
た
習
書
が
想
定
さ
れ
る
が
、
詳

細
は
不
詳
。
な
お
、出
典
の
候
補
と
し
て
『
楽
毅
論
』を
推
定
す
る
見
方
も
あ
る
（
註

1
）。

�

註
1　

�

平
川　

南「
掘
り
出
さ
れ
た
文
字
は
語
る
」青
木
和
夫
・
岡
田
茂
弘
編『
古
代
を
考
え
る�

多
賀
城
と
古
代
東
北
』
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№ 遺構・年代 釈　　　　文（抄出） 法量と型式 木取 登録・初出 備　　　考

58 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

・□□□□家家家カ/ □
・ � � �� � � �

95×�×6
065 板目 2�－056 上下を篦状に二次加工22・�3・�7と同一簡か

59 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

・□□□
・□　□

67×3×不明
065 2�－057 篦状に二次加工

60 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□ （17）×（15）×－
091 2�－058

61 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□ （28）×（9）×－
091 2�－059

62 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□□ （1�）×（6）×－
091 2�－060

63 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　 � � �� � � � （35）×（9）×－
091 2�－061

6� SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　 � � � � � （17）×（2）×（2）
081 板目 2�－062

65 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　「日□ � � � / � � �　　□百カ/ 日 / 一百」 357×径29
065 2�－063 木槌の未製品、または楔か。

66 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□□□□ （�6）×（2）×－
091 2�－06�

67 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□ （25）×（2）×－
091 2�－065

68 第Ⅲ層
8c 末～ 10c 前葉頃

・付進上□□□之カ□□
・急々律令須病人呑

（303）×29×8
081 柾目 2�－001

69 遺物包含層北第9層
第Ⅲ期～ 10c 前葉

・「□馬カ � � �□□尿屎カ馬尿屎」
・「□□□□□□類類類類類類カ」

179×2�×9
011 板目 3�－001

年報79
裏面の文字の間にも同一
文字による習書あり

70 遺物包含層北第9層
第Ⅲ期～ 10c 前葉

　□上カ � � � （80）×15×12
065 板目 3�－002

年報79 棒状に二次加工

71 遺物包含層南第8層
第Ⅳ期以降

・尓□□□井大カ□□村萌井村長
・　�□□□□両両カ　郡郡郡□

172×1�×6
051 板目 3�－003

年報79 二次加工

72 SD1221B 第�層
10 ～ 11c

・「（符簶）百怪平安符未申立符
・「（符簶）奉如実急々如律令

（285）×31×�
051 板目 37－001

年報80

73 堆積層第27層
9c 後半～ 10c 前葉

　「＜長者□種カ （196）×39×10
039 柾目 38－001

年報81

7� 堆積層第�層
第Ⅳ期～ 10c 前葉

　「□ （56）×20×2
019

�0－001
年報82

75 堆積層第�層
第Ⅳ期～ 10c 前葉

　 � � � � � （127）×（12）×5
081

�0－002
年報82

76 SA1321A 材木列
8ｃ末

　□□□郡カ□□解カ （67）×（7）×�
081 板目 �1－001

年報82

77 SA1321A 材木列
8ｃ末

　 � � � � � / □百卌八石 /□□□□□五斗カ
　

（82）×（��）×�
081 板目 �1－002

年報82

78 SA1321A 材木列
8ｃ末

　有　�執 /□道カ/ □□　自 /天　□ /道 /
　天天　□ /丸□天カ /道 /天 /天　□ /劣少…

径（130）×高（1��）
061 丸材 �1－003

年報82 木製高坏の脚部に習書

収載木簡一覧⑶
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№ 遺構・年代 釈　　　　文（抄出） 法量と型式 木取 登録・初出 備　　　考

30 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□□ （20）×（10）×－
091 2�－027

31 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

・□　□
・　�□

（39）×（3）×（2）
081 板目 2�－028

32 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　 � �� � � （25）×（9）×－
091 2�－029

33 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

・□□□□□　□
・ � � � � � / � � � � �□

（122）×9×6
065 板目 2�－030 上半を角棒、下半を篦状に二次加工

3� SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□ （21）×（12）×－
091 2�－031

35 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□万呂□ （57）×（15）×－
091 2�－032

36 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

・「□本カ/ □本カ□□�□□火長カ�□門カ…
・「□ � � � � � � � / □ / � � �　 � � �

（236）×32×9
019 柾目 2�－033

37 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

�「火長倉椅部猪麻呂一口請」 173×（2�）×5
011 板目 2�－03�

38 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□ （125）×（9）×（3）
081 板目 2�－035

39 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

・□□　□
・ �   �□

（52）×（5）×2
081 板目 2�－036 6・�5・�6と同一簡か

�0 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□ （31）×（8）×－
091 2�－037

�1 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□□□ （50）×（10）×－
091 2�－038

�2 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　　　　□ /
　□

（36）×（10）×3
081 柾目 2�－039

�3 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□家家□□家家カ
　□□

左片129×10×6
左片065 板目 2�－0�0

左右二片。左片を串状に
二次加工
右片（63）×（5）×6。081。
22・�7・58と同一簡か

�� SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□ （15）×（6）×－
091 2�－0�1

�5 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

・□□物部カ□□�□
・『□□□□□』

（90）×（8）×1
081 板目 2�－0�2 6・39・�6と同一簡か

�6 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

・『□』/□□
・□□

（32）×（�）×1
081 板目 2�－0�3 6・39・�5と同一簡か

�7 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

・□　　　□家カ□
・�□　□　　　　�□□

（86）×6×5
065 板目 2�－0�� 箸状に二次加工22・�3・58と同一簡か

�8 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□□□万呂カ （39）×（20）×（3）
081 板目 2�－0�5

�9 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□□□ （56）×（3）×－
091 板目 2�－0�6

50 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□ （31）×（10）×－
091 2�－0�7

51 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　 � � � （39）×（7）×2
081 柾目 2�－0�8

52 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□□ （�9）×（5）×2
081 板目 2�－0�9

53 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□人 （31）×（10）×－
091 2�－051

5� SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□ （20）×（6）×－
091 2�－052

55 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□□偶カ□ （30）×（10）×－
091 2�－053

56 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□ （50）×（7）×（2）
081 板目 2�－05�

57 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□□□□ （61）×（7）×（1）
081 板目 2�－055

収載木簡一覧⑵
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№ 遺構・年代 釈　　　　文（抄出） 法量と型式 木取 登録・初出 備　　　考

1 遺物包含層
9c 前半頃

　合四種 /大佐良十枚　足坏佐良□十カ枚 （�62）×（19）×7
081 柾目 8－001

年報70

2 遺物包含層
9c 前半頃

　 � � �□郷カ□人足 � � � / 進□ / 六斗 （157）×31×2
081 柾目 8－002

年報70

3 整地層上面
8c 末～ 9c 前半頃

・「『 � � �大万□天軍平六部 � � � � �』
□□自自カ自自在在観観世世世音我我我…」

（355）×�2×6
011 板目 11－001

年報70

� 整地層上面
8c 末～ 9c 前半頃

・「三等□中□第カ
・「二□　　　　 � � �

（1�3）×（1�）×3
019 板目 11－002

年報70

5 遺物包含層第7層
大同�（809）

・「＜武蔵国幡羅郡米五斗 /部領使□□…」
・「＜大同四年十□二カ月 � � � � � � �」

205×29×8
032 柾目 20－001

年報73

6 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

・「白河団進上射□□□□手歴名事カ『具具』…」
・「『具具□』□□鳥取カ部 /大伴部乙虫　�…」

222×（38）×2
061 板目 2�－002

年報7� 39・�5・�6も同一簡か

7 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　「挂草郷 /
　�成成成

（53）×径（22）
065 丸材 2�－003

年報7�

8 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□解申進上作物事 /
　　　　　�□□弓廿カ

（92）×（2�）×－
091

2�－00�
年報7�

9 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　　　　　　急竈木運廿人　　□ /
　□

（115）×（22）×－
091

2�－005
年報7� 10と同一簡

10 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　　　　� � � � /
　 � �   � �□□□郷カ所出塩竈□

（97）×（18）×－
091

2�－006
年報7� 9と同一簡

11 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□神カ人味人□ （�9）×（11）×－
091

2�－007
年報7�

12 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□二人 （63）×（9）×－
091

2�－008
年報7�

13 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　「進上兵士子及 /
　�進上兵士事人

（86）×32×�
019 柾目 2�－009

年報7�

1� SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　 � � � � � � � � � � � � � � � /
　物部人長　鳥取部□佐カ

（1�1）×（15）×9
081 板目 2�－010

年報7�

15 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

・□□敷カ/ 上上　敷敷□敷カ/ 敷 / 敷貢貢…
・□□　　□□ � � � / □　□□□

（216）×（25）×6
065 板目 2�－011

年報7� 二次加工

16 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

・□大カ大大大大大大 � � �

・□　　□　　□ /□子カ□
（87）×（13）×5

081 板目 2�－012
年報7�

17 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□鳥カ/
　□□□鳥鳥鳥カ□

（96）×（7）×（5）
081 板目 2�－013

年報7� 20と同一簡か

18 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　「 � � � � �　　□」 （71）×（6）×�
065 板目 2�－015 下半を篦状に二次加工

19 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　丈部 /
　□□番カ□　　　　　□□

（136）×（20）×－
091 2�－016

20 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

・□□□□鳥鳥鳥カ□
・□□□鳥鳥鳥カ□□□

（121）×（6）×8
065 板目 2�－017

年報7�
篦状に二次加工
17と同一簡か

21 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

・ � � � � �　□□□
・ � � � � �　　□�□

107×5×6
065 板目 2�－018 上半を箸状、下半を篦状に

二次加工

22 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□□□□家家家家カ/
　　　　『□□上カ』

108×7×3
051 板目 2�－019 下半を篦状に二次加工�3・�7・58と同一簡か

23 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

・□長カ馬
・ � � � � �

（38）×1�×5
081 柾目 2�－020

2� SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　 � �� � � （�6）×（13）×－
091 2�－021

25 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□□五カ （36）×（19）×－
091 2�－022

26 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

・□　□　□　　　 � � � � �

・ � � � � �　　　　□
（102）×（8）×�

081 板目 2�－023

27 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　 � � � � � （31）×（6）×3
081 板目 2�－02�

28 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　 � �� � � （26）×（7）×－
091 2�－025

29 SB22�建物跡整地層
8c 末～ 9c 前半頃

　□□ （27）×（11）×－
091 2�－026

収載木簡一覧⑴
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ふ り が な
所収遺跡名

ふ り が な
所 在 地

コード 北緯
°�′�″

東経
°�′�″

調 査 期 間 調査面積 調査原因
市町村 遺跡番号

特別史跡
� 多

たがじょうあと

賀城跡
宮
みやぎけんたがじょうし

城県多賀城市
市
いちかわ

川・浮
うきしま

島
0�209 00�

38�°
18�′
2��″

1�0�°
59�′
18�″

1969年7月23日

～
1982年12月21日
（第5～ �3次：
�当研究所調査分）

61663㎡
調査計画に
基づく学術
調査世界測地系準拠

（ＧＲＳ80）

所収遺跡名 種別 主な時代 主 な 遺 構 主 な 遺 物 特 記 事 項

特別史跡
多賀城跡

国府
城柵

奈良平安 ・築地（外郭南辺）
・材木列（外郭東辺）
・建物（櫓）跡
・溝（堀河）
・遺物包含層

第8・11・20次調査木簡
第2�・3�・37次調査木簡
第38・�0・�1次調査木簡

坂東諸国からの支援を示
す荷札（第8次）、白河団
射手進上文（第2�次）、
呪符（第37次）、習書木
簡など多賀城跡の性格を
示す木簡がみられる。

要　　約
坂東諸国からの支援を示す荷札（第8次）、白河団射手進上文（第2�次）、呪符（第37次）、習書
木簡など多賀城跡の性格を示す木簡がみられる。
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